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第２回定例会会議録 

 

平成２４年 ６月１１日（月） 

開  議  午前１０時００分 

 

〇議長（内堀恵人君）  改めまして、おはようございます。  

 これより、本会議を再開いたします。  

 ただいまの出席議員は、１２名であります。栁澤 治議員、所用のため、欠席す

る旨の届出がありました。 

 理事者側では全員の出席であります。  

 直ちに、本日の会議を開きます。  

 

－－－日程第１ 一般質問－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程に従いまして、これより一般通告質問を行います。 

 

 頁 通告番号   氏   名     件       名 

 ８５   １  古 越 日 里 
御代田町駅前商店街の活性化について  

社会福祉事業の推進について  

１０１   ２  東 口 重 信 
認知症疾患対策について  

緊急時連絡カード等の発行について  

１１４   ３  笹 沢   武 
御代田町環境保全条例施行規則・開発指

導要綱の見直しについて  

１２１   ４  池 田 健一郎 
要介護者の増加に対する町の対応について 

公共施設の有効活用について  

１３５   ５  小井土 哲 雄 
町の住宅行政及び関連する道路整備につ

いて 

 

 通告１番、古越日里議員の質問を許可いたします。  

 古越日里議員。  

（７番 古越日里君 登壇） 

〇７番（古越日里君）  おはようございます。 
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 通告番号１番、議席番号７番の古越日里です。  

 気象庁は、６月９日に関東甲信地方が梅雨入りしたと見られると発表しました。

昨年より１３日遅い梅雨入りです。平年の梅雨明けは関東甲信地方で７月２１日ご

ろですが、この間、集中豪雨やゲリラ豪雨、洪水等による災害や被害が出ないこと

を願っております。  

 御代田駅前商店街の活性化について質問いたします。  

 一般的に駅前商店街というと、駅の乗降客が多く利用するので、活気があるとい

うのが一般であります。御代田駅前商店街は少し寂しいと感じます。国鉄からしな

の鉄道に変わって、また、車が各家庭で複数台数持つ時代になり、鉄道利用者が以

前より減少していると思われます。町の予算も、駅の業務委託料で約５７０万円、

列車増便事業負担金などを含めて、しなの鉄道関連全体では、約１，５００万円を

負担しております。ここ数年間の御代田駅の乗降利用者はどのくらいか、また、駅

乗降客の駅前商店の利用状況の分析などはどうなっているかについて、問います。 

〇議長（内堀恵人君）  土屋企画財政課長。  

（企画財政課長 土屋和明君  登壇） 

〇企画財政課長（土屋和明君）  お答えをいたします。  

 お尋ねのうち、御代田駅乗降利用者数ということでございますけれども、現在ま

での推移を申し上げますと、平成１０年度の５３万３３人から、年々減少を続けま

して、平成２１年度には４４万９，２５９人まで落ち込んできておりました。この

ような状況の中で、しなの鉄道の利便性向上を目的といたしまして、小諸市、軽井

沢町、御代田町の３市町により、小諸・軽井沢間における、しなの鉄道増便事業を

平成２２年８月から実施しましたところ、平成２２年度におきましては、平成２１

年度より３５５人増加いたしまして、４４万９，６１４人、平成２３年度におきま

しては、平成２２年度より１万５，３０２名増加しまして、４６万４，９１６人と

推移してきております。増便事業実施以降、御代田駅での乗降客数は回復してきて

いるという状況でございます。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  古越日里議員。  

〇７番（古越日里君）  もう１つは、駅前利用の分析。  

〇議長（内堀恵人君）  飯塚産業経済課長。  

（産業経済課長 飯塚 守君 登壇） 
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〇産業経済課長（飯塚  守君） 駅乗降客の駅前商店街利用状況の分析についてですが、

いまのところ、町、また商工会等も実施はしておりません。  

〇議長（内堀恵人君）  古越日里議員。  

〇７番（古越日里君）  やはり軽井沢へ来る観光客を御代田町へ呼ぶというに、御代田町

は何人ぐらい来ているのかなというようなことも分析して、対策するように。駅前

を、駅を利用する人たちが駅前商店街をどれぐらい利用しているかというのを調査

して、基礎的な数字を把握するのも、行政の仕事として計画を立てるには必要だと

思います。そういうことを基礎的な数字をとらえた中で、活性化するような方向に

していくべきだと思います。  

 ３番の、駅前駐車場の管理は適切かということですが、昨今、買物をするには、

ほとんどが車で行きます。そして、最近できてきている町内、三ツ谷付近の道路沿

いの店舗では、どこでも自分で大小の駐車場を備えています。駅前商店街の駐車場

の位置づけは曖昧なように思います。しなの鉄道御代田駅前の駐車場は、乗降客の

送迎専用だと私は理解していますが、通勤する人が朝行くときに車を停めて、夕方

帰るまで一日中駐車していて、駅の送迎に来た人や駅前商店の利用者、飲食店利用

者、観光客などの利用したい人たちが停めるスペースがない実状にあります。この

ような実態を見て、駅前駐車場の管理はどのように行っているのか、また、目的と

する利用方法として適切なのかについて、問います。  

〇議長（内堀恵人君）  荻原建設課長。  

（建設課長 荻原 浩君 登壇） 

〇建設課長（荻原  浩君） それでは、駅前駐車場の管理の現状について、お答えいたし

ます。 

 現在、駅前ロータリーには普通乗用車１４台分の駐車区画を設けてあります。こ

の駐車場は、今議員さんおっしゃいますとおり、御代田駅を利用する方の送迎車両

専用として、１時間以内という駐車時間の制限を行っております。管理につきまし

ては、建設課の職員が適宜パトロールを行うとともに、駅前のタクシー会社、現在、

軽井沢観光さんと松葉タクシーさんがあるわけでございますが、この２社のご協力

をいただきまして、長時間駐車している車両への貼紙等によって、是正の指導を行

っているところでございます。そうは申し上げましても、長時間利用の車が後を断

たないという状況ではございますので、今後につきましても、駅利用者や周辺地域
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の皆さまのご意見を伺いながら、不適切な状況や不都合などがございましたら、随

時、この管理方法につきましても改善してまいりたいと考えております。以上です。 

〇議長（内堀恵人君）  古越議員。  

〇７番（古越日里君）  １時間以内というようなことであれば、尚更、そういう管理をし

て、例えば連続的に、常習的に停める人がいたりする場合は、貼紙だけでなく、本

人に注意をしていくような措置も必要ではないかと思います。  

 また、そういうふうに停める場合には、駅北の保健福祉センター、保健センター

のある方の駐車場を利用していただくとか、実際、私の企画としては、駅の西側に

ある、アカシアの生えている沢を埋め立てて、駐車場にすれば、駅利用する人たち

がみんな十分なスペースで駐車できると考えますが、それについてはいかがでしょ

うか。 

〇議長（内堀恵人君）  荻原建設課長。  

〇建設課長（荻原  浩君） お答えいたします。そういった利用状況、駐車場につきまし

ては、そのアカシアの生えている、くぼんでいる土地の手前に、町営の駐車場を整

備してございます。そちらの方の状況を見ながらという形にはなろうかと思います

けれど、今のご意見等も参考にしながら、今後考えていきたいところの１つではな

いかとは思っておりますが、現状のところにつきましては、埋め立てて駐車場にす

るというような計画につきましては、建設課の方では今計画は立ててはいないとい

う状況でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  古越議員。  

〇７番（古越日里君）  現在、計画がないということですが、駅前の利用とか景観から見

て、あのまま放置を長引かせるのはいかがなものかと思うので、早急にああいう何

かの方法で開発というか、整備をしていくような計画を立てていただきたいと思っ

ています。  

 ４番目に入ります。  

 しなの鉄道御代田構内栄橋架け替え工事が２４年度、２５年度で工事に入ります。

工事費の総額が、計画予算で約６億８，０００万円余りということです。この栄橋

工事が完成すれば、馬瀬口から駅へ行く御代田停車場線や、国道１８号線三ツ谷の

信号から入り、役場の前を通り、駅に向かう道路整備もだんだん進んでいるので、

あわせて交通がとても便利になります。車や人の流れがよくなることは、駅前商店
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街にも足を運ぶ人が増えることも見込めるわけです。栄橋完成後の商店街への効果

の見通しを、どのように計画しているのかを問います。  

〇議長（内堀恵人君）  荻原建設課長。  

〇建設課長（荻原  浩君） お答えいたします。  

 栄橋完成後の効果につきましてでございますが、栄橋架け替えの目的につきまし

ては、１つとして昭和３８年の建設から４９年が経過しており、現在の耐震基準を

満たしていないこと。２つ目として、老朽化によるコンクリートの剥離落下などに

よって、しなの鉄道の安全運行に重大な支障を来す恐れがあること。３つ目といた

しまして、人道橋を設置してあるものの、現実には車道側を通行する歩行者が多く、

非常に危険な状況であることという、以上３点の問題が主な問題を解消し、安全安

心のまちづくりに寄与するために架け替えるものでございます。  

 御代田駅前の車両や歩行者の通行について、議員おっしゃいますとおり、安全性

や利便性が向上することによって、若干の栄橋利用者数の増加はあるかもしれませ

んが、駅前商店街の活性化にかかわる栄橋架け替えの効果というものを見込めるほ

どの状況ではないというふうに考えておりますので、これまでのところ、そういっ

たことを検討してはございません。以上です。 

〇議長（内堀恵人君）  古越議員。  

〇７番（古越日里君）  せっかく大きな予算をかけて交通の便がよくなる、そういうこと

が、人の流れが変わってくる、そういうチャンスを生かすように、建設課と産経課

で、担当は違うわけですが、行政の中で連携をとって力を注いでいけば、活性化に

つながると思っています。  

 今までの質問の中では、現状の把握とか分析について、これからの計画を予想す

るというようなことで言いましたが、なかなか今の答弁の中では把握していない現

実で、ちょっと進展していないかなという感じを受けました。  

 ５番目の商店会と町の話し合いということについては、とても重要なことと考え

ています。  

 御代田町には、町の観光協会があり、町商工会があります。それぞれの団体に、

町から補助金を出して活動を応援しています。予算項目の款７、商工費。目１の商

工振興費、これは大きく幅広く含まれていますが、約６，６８０万円。目２の観光

費として約１，３５０万円を計上しています。駅前商店会からすると、親とも言え
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るこの２つの団体が、活動を活性化しなければ、駅前商店会も活性化しないと思い

ます。また、駅前商店会自体でも会としての組織力を十分発揮して、全員で協力し

てイベントとか小さいお祭りのようなことも企画し、実行する自主性も必要と思い

ます。１つの例としては、岩村田商店街では、人の流れが新幹線の佐久平の駅前に

移る中、多種多様のイベントを実行して集客に努力している姿が感じられます。  

 町は、補助金を出すのみではなく、町観光協会や町商工会も合わせて駅前商店会

との話し合いをして、活性化を目指すべきだと思います。イベントや祭りなどのほ

かにも、町民が立ち寄りやすい地域づくりも含めて、人の集まる仕組みや活性化す

る方法について、会議や話し合いはどのように実施してきましたか。また、今後は、

どう計画を進めていくのかを問います。  

〇議長（内堀恵人君）  飯塚産業経済課長。  

〇産業経済課長（飯塚  守君） それでは、商工会と町の話し合いということについて、

お答えします。  

 今まで、商工会や観光協会とはいろいろな面で話し合いをしてきましたが、駅前

商店会とは直接な話し合いは今のところしておりません。  

 古越議員のおっしゃるとおり、現在の消費者の動向は、品揃えが豊富で大きな駐

車場を兼ね備えた、集客力のある大型専門店で買物をする傾向にあり、旧来の小規

模小売店は非常に厳しい状況であります。今後いっそう、商工会と連携し、商業を

取り巻く環境の変化をとらえながら、安定した制度資金の活用や経営の改善、近代

化を促進し、個性的な品揃えや専門化、また接客サービスの行き届いた魅力ある店

舗づくりを推進していきたいと思います。その中で推進を図るうえで具体的な行動

として、古越議員ご指摘のとおり、商店会、また商工会、観光協会と協議をいっそ

う進め、リーダー的人材の育成や、商工・観光のみならず、農業関係者も含め、御

代田町にこういうお店があるんだ、一度行ってみよう、また行ってみたらまた行っ

てみようかな、又は御代田町の物産的なイベントができるような連携を深め、町の

活性化に進めていきたいと思っております。以上です。  

〇議長（内堀恵人君）  古越議員。  

〇７番（古越日里君）  やはり、集客をする努力というものも自らしていかないといけな

いと思います。  

 また、組織というのは、その団体自体の自主性というものが一番大事にされて、
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俗に言う『金は出すが口は出さない』みたいな傾向にありますが、やはりこういう

組織自体、膠着状態になったときには人心を一新して、新しい事業展開するような

方向について、お金を出している立場として、助言程度はしてもいいと思いますが、

いかがでしょうか。  

〇議長（内堀恵人君）  飯塚産業経済課長。  

〇産業経済課長（飯塚  守君） おっしゃるとおり、町はお金を出すだけではなくて、実

際、補助金を出すうえで、こういうことは考えられないかとか、そういう指導もで

きると思いますので、よく協議をしながら、町の活性化に進めていきたいと思いま

す。 

〇議長（内堀恵人君）  古越議員。  

〇７番（古越日里君） 御代田町、観光だとか商工会とかというのも大事な産業ですので、

そういうことにみんな明るく元気で過ごせるような企画や指導を、建設課、産経課、

力を合わせてやっていけたらいいと思います。 

 次に、社会福祉事業の推進について問います。  

 御代田町で希望や生きがいを持って、安心して暮らすには、子育てから高齢者ま

で、幅広い福祉の充実が必要となります。町の予算の中でも大きい事業である社会

福祉について、社会福祉事業の推進について、問います。  

 社会福祉の予算としては、民生費の一部、社協への分も含めて約１１億１，０００

万円。衛生費の一部、約１億６，０００万円。特別会計の３会計で、合計２５億

５，７００万円。全部の総計で約３８億３，０００万円と私の計算ではなりまし

た。人に優しい予算規模となっていますが、町の一般会計と特別会計の合計から見

る予算額の割合としては、３５．４％を占めております。町民全員が健康で人生を

過ごせるように、病気や怪我の予防に力を入れることが重要だと思います。特に高

齢者につきましては、これから平成２７年度の高齢化率の予想推計は、団塊の世代

が増えてきているので２５．５％と予想されます。約４人に１人が高齢者になると

いう数字です。高齢者の増加に伴い、一人住まいや老老世帯が多くなり、福祉サー

ビスも生活支援や介護予防などを充実させていく必要があります。地域包括支援

センターの機能を活発にしたり、高齢者自ら自活できるアドバイス等、高齢者福祉

の充実は重要緊急な問題です。これをどのように進めていきますか、問います。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  
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（保健福祉課長 小山岳夫君  登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  それでは、高齢者福祉の充実、特に今のご質問の内容で

すと、その推進役となる地域包括支援センター、これの活動内容、及び住み慣れた

地域で高齢者の方が健康な状態で住み続けるための方策ということで、介護予防を

重視しておられるということでございますので、そちらの方にしぼって、お答えし

たいと思います。  

 まず、地域包括支援センターの事業の概要でございます。高齢者の医療や介護、

福祉に関する総合相談の窓口ということになっておりまして、高齢者福祉の充実を

図るための核となっております。認知症の支援に関すること、いろいろな相談がま

いります。それから介護保険の手続、高齢者施設の紹介、介護予防に関すること、

それから最近問題化しております高齢者の方と独身の男の方でも女の方でも多い、

お子さんなんですけれども、こういった方たちによる虐待に関すること、それから

財産管理や契約代行に関すること、悪質な訪問販売などの消費者被害に関すること

など、高齢者に関する相談、非常にたくさんまいります。こういった相談について、

地域包括支援センターは何でも受け付けているという状況でございます。以上が、

当町の地域包括支援センターの活動概要という状況でございます。その中でも、介

護予防事業の充実、これについては高齢者の方たちができるだけ介護状態にならず

住み慣れた地域で健康で暮らし続けるための重要事項であるため、地域包括支援セ

ンターでは、特に力を入れている事業ということでございます。  

 具体的な取り組みを申し上げます。  

 介護予防教室。これは、月２回開催しております。毎回１００名を超える町民の

方、６５歳以上の方に参加をいただいているという状況でございます。通常、なか

なかいろいろな事業をやっても人が集まらないというところがございますが、これ

に関しては、全くその逆でございまして、参加してみるとわかりますけれども、も

のすごい熱気でございます。自分が健康で生活し続けたいという願いが、結集され

ているような事業でございます。その様子については、是非、その様子について一

度ご覧いただければというふうにも思っております。  

 毎年、送付しておりますチェックリスト、生活機能の低下が見られる方に対して、

チェックリストを送付させていただいております。二次予防事業として、いきいき

教室に参加してもらうようにしております。特に生活機能が下がっていらっしゃる
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方、こういった方たちに二次予防事業、いろいろな体操ですとか、そういった取り

組みに参加してもらうようにしております。運動機の機能向上あるいはその栄養の

改善、毎日どんなものを食べていけばいいのか、それから口腔機能の向上を図って

いるというようなところでございます。  

 それから、今年度から、各地区でサロンの立ち上げを目的に、サロンの拠点整備

を社会福祉協議会と連携して行い、高齢者が身近な場所で介護予防ができるための

取り組み、これを行っているところでございます。  

 こういった活動の拠点づくりのためのハード整備である、世代間交流施設建設や、

公民館改修を厚生労働省の補助金を活用して、活発に進めているところでございま

す。ハード面・ソフト面両方で、車の両輪を回転させるように、今、努力している

ところでございます。  

 そのほか、介護保険の対象にならない方で生活支援を必要とする方には、配食

サービス、それからホームヘルパーの派遣、ごみ出し支援等実施しまして、独居高

齢者、高齢者のみの世帯向けには、２４時間３６５日体制で緊急時の対応や日常の

相談業務を行う緊急通報サービスなど、高齢者福祉の充実に向け、事業を展開して

いるところでございます。説明は以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  古越議員。  

〇７番（古越日里君）  今、報告があったように、高齢者自らが予防教室とか、いきいき

教室に参加してきてもらえるということは、とてもいいことだと思います。  

 行政視察で各地に行くと、女性ばかりが元気で、おばあさん方が多いが、おじい

さんがさっぱり出て来ないというような報告を受け、実状を視察してきますが、御

代田町では１００名以上出てきていただけるということには、女性と男性の割合は

どのぐらいになっていますか。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  お答えをいたします。  

 ちょっと正確な数字は今把握しておりませんけれども、やはり男性の参加は少な

くて、大体１０％前後くらいかと思います。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  古越議員。  

〇７番（古越日里君）  やはり体の体調がとても悪いというと、家から出られない、医者

だけ通っちゃうというような現実があると思いますが、なるべく各地にサロンを立



９４ 

ち上げて、充実させていくというような方法もとっておりますので、誘い合って、

何とかその教室に出てくるような努力を、引き続きしていくことが重要だと思いま

す。それについてまた、保健福祉課では計画を立てて、実施して、一人でも多い男

性の高齢者、おじいさんを仲間に入れるような方法をしていっていただきたいと思

います。  

 母子家庭、御代田町では１２８世帯。２２年度の資料ですが、児童１９６名。父

子家庭が１２世帯で児童２２名というようなことですが、これについては、最近、

がんや脳溢血、循環器系統の病気などで、若くして亡くなる人がいる一方で、御代

田町では、一人親家庭になる原因が、８割が離婚であるというような数字もありま

す。そんな中で、幼い子どもたちを持っているお母さん、お父さんは、子どもの面

倒を見なければならないために十分な勤めに出られないというような現状があり

ます。収入が制限されちゃって、子どもの面倒を見ていくというような現実では、

生活が苦しくなります。また、退職した後、十分な年金もなくて、低所得者になっ

ていってしまうというような現実も多くあります。  

 最近、低所得福祉については、最近のニュースでは、親族が扶養できるのに生活

保護費をもらい続けていたというようなことが、大々的に取り上げられ、生活保護

がなければ暮らせない人たちについても、審査を厳しくしていくような言葉も、そ

の中で出ました。そういうことが、例があれば、本当に困っている人もいるわけで、

それの見極めは、また重要になってきています。こういう補助をしたり、助けてい

く中では、将来的には自立して自分で生活していければいいですが、この現状の不

景気の中では厳しいと思います。  

 母子家庭、父子家庭などの一人親家庭や、低所得者福祉の充実は、どのように進

めていますか。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  母子家庭及び低所得者福祉の充実ということで、お答え

をいたします。  

 まず、一人親家庭の事業からお答えいたします。  

 町で行っている一人親家庭を対象としている事業につきましては、まず、児童扶

養手当、それから福祉医療費、医療費関係でございます。それから高校奨学特別奨

学金、この３事業でございます。  
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 このうち、町単独、独自な事業として行っているものでございますが、高校奨学

特別補助事業で、高校生の子どもがいる一人親で所得税非課税世帯、低所得の世帯

の方に対しまして、通学費に対して月額３，０００円を補助するという、これが町

独自の補助制度でございます。  

 それから児童扶養手当につきましては、１８歳未満のお子さんがいる一人親世帯

に対し、所得とお子さんの数に応じて、支給をしております。先ほど２２年度の数

字を調べていただきましたが、２３年度におきましては、１２３世帯の一人親世帯

に手当を支給しておりました。  

 全体では、町全体では１３７世帯、一人親世帯がございますが、１４世帯につき

ましては、所得が多いため、非該当ということになっております。  

 例を申し上げます。２人のお子さんを扶養している家庭ですと、扶養親族の数に

より、所得制限は異なりますが、１７１万７，０００円から４１２万５，０００円

の収入がある、年間収入がある家庭に対して、１カ月４万６，４３０円から１万

４，７８０円が現在の制度で支給されております。支給額につきましては、国の基

準に準じて給付をさせていただいているというところでございます。  

 この手当、古越日里議員もおっしゃいましたとおり、この手当の目的ですが、一

人親家庭の生活の安定と自立、この両面を促進したいというものでございます。児

童の福祉の向上を目的としており、多くの一人親家庭の生活の安定につながってい

ると思います。  

 また、自立した生活を営むことが重要との観点から、就職や転職の相談には福祉

事務所や関係機関と町が連携いたしまして、積極的な支援を行っているというとこ

ろでございます。ですので、体が弱いとか特別な事情がある方でない限りは、たい

がいの一人親世帯の方、大体１年、一人親になってから１年のうちには職に就かれ

るというケースが多いというふうに聞いております。  

 福祉医療費については、１８歳未満のお子さんがいる一人親世帯の中で、児童扶

養手当に準拠した所得制限を設けて給付をしているというところでございます。で

すので、医療費については、児童扶養手当と同じ基準で支給をさせていただいてい

るというところでございます。  

 続きまして、生活保護者等に関する低所得者の福祉に関してでございます。  

 現在、さまざまな問題が報道等で取り上げられておりますが、当町でも例外では
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ございません。毎日生活困窮者から生活相談を受けているところでございます。生

活保護は、最後のセイフティーネットと位置づけられていることから、生活困窮者

に対しては、一人親家庭と同様に、福祉事務所や関係機関と連携しまして、就労の

支援、親族の支援他の法律を活用するなど、自立支援の方向性を優先して考えるこ

とをお勧めはしております。しかし、やむを得ない事情により、保護を受けざるを

得ない状況の方が増加しており、今年度に入り、４月、５月、１件ずつ増加いたし

まして、今現在、３０世帯４３人の方が生活保護費を受給しているという状況でご

ざいます。  

 生活保護の開始等の決定に関する権限につきましては、県の福祉事務所の管轄と

なっております。町の方で直接その支給決定をしているという状況ではないという

ことも申し添えたいと思います。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  古越議員。  

〇７番（古越日里君）  そういう手厚い保護の中で自立していく例が、また就職について

も１年以内だというような、県福祉事務所と連携して、成果を上げているというこ

とは、いいことだと思います。  

 やはり、御代田町も佐久市との合併協議会から外れて、自立していく道を選んだ

以上、それぞれ町民も出来る限りの自立を自ら努力していかなければならない、ど

うしてもそういうふうに弱者というか、立ち行かなくなった場合には行政が助けて

あげる、生活、生きていくだけは保障してあげていくというようなことが、十分そ

ういうところに目を配って、やっていければいいかなと思います。  

 児童福祉に入りますが、２０１１年の合計特殊出生率、女性が１人で一生のうち

に生む子どもの人数ですが、１．３９ということで、相変わらず少子化が続いてお

ります。子育てをするには、お金がかかりすぎるとか、保育とか勤めに出るときに

順番待ちで、十分に思ったときに産休明けのときに保育してもらえなかったりとい

うような現実がありまして、勤めたい人が勤められないというような現実がありま

す。子育て支援センターや保育園の拡張など、充実が喫急の事柄ですが、児童福祉

について充実させれば、生活を十分していくという面でも活路が見えていくと思い

ます。児童福祉の充実については、どう推進していますか。  

〇議長（内堀恵人君）  尾台町民課長。  

（町民課長 尾台清注君 登壇） 
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〇町民課長（尾台清注君）  お答えいたします。  

 御代田町の子育て支援サービスの充実については、次世代育成支援行動計画の

「みよたっ子育成ひだまりプラン２１」により、進められております。そこには、

延長保育事業、休日保育、病児病後児保育、一時保育、特定保育、トワイライトス

テイ事業、地域子育て支援拠点ファミリーサポートセンターと、放課後児童の登録

児童数の増、ショートステイの１０項目の保育などのサービスの事業目標がござい

ますが、このうち、土曜日の延長保育の充実、児童クラブの土曜利用の開始、児童

クラブの定数増には、具体的に取り組んできているところでございます。  

 更に、今年度から定住自立圏の協定により、佐久市と契約し、病児病後児保育事

業を開始することとしております。また、ファミリーサポートセンターの実施に向

け、社会福祉協議会と連携し、協力会員の養成研修事業を開始する予定でございま

す。 

 さて、「みよたっ子育成ひだまりプラン２１」の実現に向け、町内の子育て支援

組織を、町民の方々に、より便利に活用していただくため、子育てに関する支援機

能を更に充実・集中化させたいと考えております。そのため、乳幼児から青少年期

まで、一貫した子育て支援のできる施策としての子育て支援センターの設置に向

け、子育て支援策、子育て支援センター建設検討会議を立ち上げ、昨年度から検討

を開始いたしました。  

 昨年度は、各課で行われている子育て支援策について、現状の把握と分析を行い、

総合的・体系的な子育て支援策を網羅した、子育てガイドブックの作成を進めてき

たところでございます。 

 なお、本年度は、引き続き先進的な事例や取り組みについて事例調査を行うとと

もに、現有施設の活用や事業内容を十分精査し、より充実した機能が持てるように、

関係機関と協議を進めてまいります。  

 子育て支援センター設置における方針につきましては、議会の皆さまにもお力を

お借りしながら進めてまいりたいと思います。  

 なお、建設予定地につきましては、昨年度より役場庁舎のあり方についての検討

が行われてきておりますので、役場庁舎整備検討委員会の状況を見ながら、総合的

に検討をしてまいりたいと思います。  

 いずれにしましても、利用者の利便性や財政的な面も含めて、あらゆる角度から
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検討を重ね、結論を出したいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いする

ものです。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  古越議員。  

〇７番（古越日里君）  雪窓保育園などは、行ってみると大分広くて、定員も多いわけで

すが、やまゆり保育園は、敷地も狭く、定員が少なく、もっと増やしていくべきだ

と思います。町の歴史から見て、いつでも南の方が多く進んで、北の方は遅れてい

るという感情的な面を、私の方はずっと持っているわけで、やまゆり保育園、是非

拡張して、そこら辺に拡張できる土地もあると思いますので、早急に検討をして、

定員を増やすような努力を町はしてほしいと思いますが、それについてはいかがで

しょうか。  

〇議長（内堀恵人君）  尾台町民課長。  

〇町民課長（尾台清注君）  お答えいたします。  

 まず、北にあります『やまゆり』に特別にというようなことは町としては考えて

おりません。これは当然ながら、等しく施策を行っていると。なお、やまゆり保育

園につきましては、確かに庭が若干後からのこともありますので、狭いようなこと

もありますが、これにつきましては、当然、土地については個人の民地の話にも

なってまいりますし、それと今後の子どもたちの状況も見て、考えていかないとい

けないということで、十分にこれからのことを考えた中で検討してまいりたいと思

います。よろしくお願いします。  

〇議長（内堀恵人君）  古越議員。  

〇７番（古越日里君）  今後、だんだんと検討していただきたいと思います。  

 福祉ボランティア活動の推進については、賛同して協力していただけるボラン

ティアの方々が大勢必要となります。保健福祉課と町の社会福祉協議会で同じよう

な事業の内容もあります。行政同士の内部の話し合いや、調整が必要ですが、多く

の町民の皆さまにも協力していただかないと進まないと思います。  

 社協では、ボランティアグループをつくって、各地区に、地区社協を組織して、

配食サービス、ふれあいサロン、お話の会など、いろいろなことを草の根的に実施

しているところであります。ボランティア活動の推進については、またボランティ

ア点数制などの企画もあるようですが、そういう中で、町民と行政の協力について

は、どのように進めていきますか。  
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〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  お答えをいたします。  

 まず、社会福祉協議会のことに触れられましたので、そちらの方で管轄しており

ます、ボランティア連絡協議会、この状況から申し上げます。  

 ボランティア連絡協議会に登録している団体、１９の団体がございます。未登録

の団体が１０以上あり、社会福祉協議会を中心として、地区社協組織とともに地域

に根ざした活発な活動に取り組んでいただいているというところでございます。地

域の課題を受け止め、情報提供や福祉活動に接する機会を提供し、参加気運の醸成

と活動推進を図る必要があるため、町として今行っているところは、主に財政支援

というところでございます。社会福祉協議会に対する委託金の中に、ボランティア

協議会の運転資金も入っているというところでございます。  

 町として最近発刊されました、議員さんの手元にも配付されたと思いますが、生

涯学習基本構想というものがございます。こちらの方に明記されておりますが、現

在、学校・家庭・地域・企業における連携がいっそう重視され、年齢層の枠を超え

た支え合いが必要になっているということでございます。こういった認識、十分に

持っております。今後、ボランティア組織と行政の協力関係を強くしていくことが

大切であるという基本姿勢を持っております。 

 ところで、保健福祉課の介護高齢係では、住民が主体となって、地域高齢者を支

えていくシステムの構築に向けまして、そのリーダー的な存在となるサポーターの

養成、こちらを平成２１年度から開始しているところでございます。現在、約７０

名のサポーターが養成されてきているという状況でございます。現在、サポーター

の皆さんが主体となって各地区のサロンを手伝い、寸劇の発表、それから昨年７月

から、冬場は休んでおりますけれども、毎週日曜日の朝に龍神の杜公園で健康体操

等を行って、介護予防の啓発に努めていただいているところでございます。住民の

方が主体となって、高齢者の健康づくり、こちらを引っ張っていただいているとい

う状況でございます。サポーター自らが地域の高齢者を見守っていくといった意識

が芽生えてきておりまして、地域に密着した、住民による高齢者に対する福祉ボラ

ンティア活動が、徐々に推進されているのではないかというふうに感じているとこ

ろでございます。  

 このほか、高齢者がボランティアに参加しやすく、継続しやすい環境をつくるこ
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とで、ボランティア活動を通じた健康増進や介護予防、社会参加や地域貢献を通じ

た生きがいづくりの促進を目的として、今年度からボランティアポイント制度を導

入します。現在、ボランティアをやっていらっしゃる方たち、非常に崇高なボラン

ティア精神を持っていらっしゃいます。こういった精神を尊重できる制度設計を検

討しております。秋ごろの試行的な実施に向けて、作業を進めているところでござ

います。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  古越議員。  

〇７番（古越日里君）  ボランティアということは、まず、自らが健康でなければ、そう

いうところに参加したり、お互いのために助け合っていくというような気持ちには

なれないと思います。３・１１の大震災以来、絆だとか、人と人との繋がりという

ことが見直されて、今、課長の答弁にありましたように、隣近所を見守り隊のよう

な組織が、各地でできてきています。そういうことで、都会には多いといわれる孤

独死が、田舎ではなかなかそういう人の関係が濃いために起こりにくい、異常があ

れば、隣近所の人が見つける確率が高いということでは、とてもいいことだと思い

ます。 

 また、ボランティアポイント制度ということで今検討中ということですが、これ

についても、無償でやるボランティアという人も中には大勢いると思いますが、そ

の人たちの心情を大事にしながら、それに報酬的なものを加算していくというよう

なところの兼ね合いが、ちょっと難しいかと思いますが、ボランティアしている現

場の方々に、よく聞きながら、しっかり検討を重ねてほしいと思います。  

 社協の中で、ボランティアグループが１９団体登録され、登録していない中でも

１０以上の団体が動いているということでは、御代田町、とてもそういう組織の下

地にあるものは大きいと思います。歩行の杖を使って歩く、マンロウの会というよ

うな形で、皆さん健康的に歩くグループも、活動を活発にしていますから、そうい

う人たちにもボランティアに十分理解を得ていただきながら、輪を広げていければ、

一段と町民の健康で長生きできる人生に向けていかれると思います。社会福祉協議

会と保健福祉課の協力というものは、車の両輪のごとく、上手に協力し、連絡をし

ながら進めていけば、御代田町も、町民が健康で人生を全うできるということにつ

いて、いい方向に行くと思います。  

 そういうことで、私も総務福祉文教という担当の中で、協力をしていきますので、
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いっそうの計画樹立と実行に向けて、頑張っていただきたいと思います。  

 以上で一般質問を終わります。  

〇議長（内堀恵人君） 以上で、通告１番、古越日里議員の通告のすべてを終了いたしま

す。 

 この際、暫時休憩いたします。  

（午前１０時５２分） 

（休  憩） 

（午前１１時０５分） 

〇議長（内堀恵人君） 休憩前に引き続き、本会議を再開し、一般質問を続行いたします。  

 通告２番、東口重信議員の質問を許可いたします。  

 東口重信議員。  

（６番 東口重信君 登壇） 

〇６番（東口重信君）  通告２番、議席番号６番の東口重信です。  

 ２点についてお伺いしたいと思います。  

 先ほども同僚議員の質問の中にございましたが、４月１日現在の県内の高齢化

率、これは６５歳以上の人口、県内では５７万６，１７０人で、総人口２１５万人

の２７％という、過去最高を更新したようでございます。  

 我が御代田町では、昨年と同様に、県内２番目の低い数値で２２．７％という数

字が報告されております。いつだったか、副町長のお話によりますと、町の人口が

１万５，０００人を超えたと、こんなことをちょっと耳にしたんですが、現在の高

齢者、これに換算しますと、３，４００人という数字が出るんですが、この数値で

よいのかどうかを伺います。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

（保健福祉課長 小山岳夫君  登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  お答えをいたします。  

 平成２４年４月１日現在で、県の健康福祉部健康長寿課の公表した高齢化率、こ

れが２２．７％でございます。この根拠になっておりますのは、長野県の情報統

計課が行います、毎月人口移動調査でございまして、こちらの数字は、人口１万

４，８５１人、６５歳以上人口が３，３６０人という中で、計算された２２．７％

という数字でございます。東口議員が把握されている数字は、およそこれに該当す
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ると。これを把握されたのではないかと思います。町の人口につきましては、町企

画財政課が公表している平成２２年度国勢調査の確定値に、４月分の移動状況を反

映させた人口、こちらが１万５，０１９人で、副町長はこの数字を申し上げており

ます。なお、住民基本台帳では、４月１日現在の人口は１万４，８４１人、６５歳

以上の人口が３，２９６人ということで、こちらの数字で計算いたしますと、高齢

化率２２．２％ということでございます。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  東口議員。  

〇６番（東口重信君）  通告していないのですが、この男女の割合はどうなっているので

しょうか。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  すみません、ちょっと男女の割合については調べており

ません。これはちょっと後ほど調べさせていただきたいと思います。  

〇議長（内堀恵人君）  東口議員。  

〇６番（東口重信君）  先ほど、老人サロンなんかで、あるいは体操なんかで、男性が少

ないというお話がございましたので、そういえば男女比はどうなのかなと思ったも

ので、ちょっと通告していなかったのですが、お聞きしました。  

 世界でも類のない速さで日本の高齢化が進み、現在、高齢者は全国で約２，９００

万人、高齢期の一番の不安は、健康であることは言を待たないわけですけれども、

その足元で静かに、だが確実に増えておりますのが、認知症であります。  

 一昨年、地元の信毎が『笑顔のままで』というタイトルで認知症、長寿社会の一

大キャンペーンをやったのは、記憶に新しいところでございます。この数カ月、特

に再び新聞広告やテレビのコマーシャル、更には映画にも取り上げられてきている

のは、ご存じでしょうか。町としてのこの認知症に対する知見を伺いたいと思いま

す。 

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  お答えをいたします。  

 認知症に関しては、成人後期の病による、慢性の知能低下が起きる状態、物忘れ、

徘徊などの問題行動を起こす。主な原因でございますが、脳梗塞などの脳血管系の

病気と、脳萎縮によるアルツハイマー病の２系統がある。こういった私どもが持っ

ておりますのは、一般的な知識でございます。東口議員さんや精神科医のような専
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門職並みの知識や知見は持ち合わせておりません。  

〇議長（内堀恵人君）  東口議員。  

〇６番（東口重信君）  これまでもこちらで何回かご質問申し上げまして、知見がないと

いうお話がございましたので、あえて町として認知症に対する知見を伺ったわけで

すけれども。  

 先日も新聞紙上で批判をしておりましたけれども、テレビのクイズ番組で、この

１０年間で患者数が増えている病気を選びなさいと、今テレビではそういうクイズ

番組が流行っているというのでしょうか、流行しているようでございますけれど

も、そういう問題が出されておりました。  

 自閉症、これを１つの正答として出したわけですけれども、男性が頭を抱えて落

ち込んでいる、こういうイラストを使い、本来、先天的な脳の機能障害とされてい

る自閉症を、病気としてそのテレビクイズ番組では扱っておりました。このことに

つきましても、一昨年、日本自閉症協会が共同広告機構を通じて自閉症は病気では

なく、障害ですというキャンペーンを続けて、新聞広告でも続きましたので、関心

のある方はご存じだろうと思いますが、『自分で自閉症になったのではない、自閉

症に生まれてきただけである』、こういうキャンペーン言葉が非常に刺激的な言葉

でした。自閉症というのは病気ではなく、あるいは性格ではなく、障害であるとい

うことを一人でも多くの人に知ってもらいたい、そして理解してもらいたいという

のが、この日本自閉症協会の訴えでありました。  

 ちょっと引用が長くなりましたけれども、一般的に今も保健福祉課長からお話が

ございましたが、認知症の初期症状としてとらえられる物忘れは、単なる老化に

伴っての物忘れとは違います。私自身も加齢が進んでまいりまして、ものをどこか

に置いて忘れて、どこに置いたんだろう、もっと言うと、１分前のことがわからな

くなることもあるわけですけれども、これは単なる老化で、私自身は認知症として

は認識しておりません。判断力、理解力が衰え、時間、場所がわからなくなる、

もっと言えば、人柄が変わる、不安感が強く、意欲が無くなるなどの、個人差は

あっても共通した症状がこの認知症の症状でございます。  

 先ほどもございましたが、脳卒中や脳梗塞など、血管系の病気の後遺症の状態、

約３０％がそういう状態だそうでございます。また、最近では、アルツハイマー型

による病というんでしょうか、認知症が増え、約５０％を占めているという報告も
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目にしております。脳血管系の疾患が原因の場合には、糖尿病や高脂血症、高血圧

などの脳卒中や脳梗塞を再発させないための治療で、この認知症を進行することを

抑えることができ、また、アルツハイマー型の場合にも、早期発見すれば薬による

治療がその進行を抑えられるといわれております。国の推計では、その患者数は

２００２年、１５０万人であったのが、現在は２００万人、３０年後には３８５万

人に達すると予測され、それは日本人の３人に１人が高齢者で、その９人に１人が

認知症という時代が来るというのです。  

 先日、町の商工会の創立５０周年記念式典で、町の伐採したサクラでつくったコ

カリナのすばらしい演奏をお聞かせいただきましたけれども、その司会進行をされ

ておられましたピアニストの方が、そもそもこのコカリナを始めたのはボケ防止の

ためです、このグループはそういうことからこの演奏を始めましたと、こういうお

話がございましたけれども、２００４年には、それまで病名を痴呆症とか、先ほど

のピアニストのように、呆けとかいわれておりましたけれども、そこには、偏見や

差別、抵抗感があるので、認知症に改め、現在定着してきているようです。先の自

閉症の原因に対する誤解と同様に、まだまだという感じがありますが、町はこの点

については、どのようにお考えでしょうか。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君） ご指摘のとおり、認知症については、病気でございます。

正しい判断と適切な介護が必要でございます。誤解や偏見のない社会、地域づくり

が重要であると、町としても認識しているところでございます。このため、今年３

月ですけれども、『涙の操』という演歌、ご存じだと思いますが、殿さまキングス

のメンバーの多田そうべいさん、お母さんの認知症介護をずっと続けてこられた

方、こちらの方の講演会を開催いたしました。これについては、ここのところ、毎

年開催しているという状況でございます。それから、介護サポーターの皆さんの自

作自演によります認知症理解のための寸劇、こちらを昨年から開始いたしました。

地元の方たちが一生懸命やっておりますけれども、非常に笑いを誘えるような、楽

しみながら認知症の方に対する接し方がわかる内容であるため、大変好評でござい

ます。是非、東口議員にも観ていただきたいと思います。  

 また、毎月１００人を超える参加者のある介護予防教室でも、認知症を理解する

ための講座を設けるなど、町では認知症を正しく理解するための方策を手厚く講じ



１０５ 

ているところでございますし、小さいころからの認知症に対する知識が必要という

ことで、社会福祉協議会の方でも努力していただいておりまして、小中学生に対す

る認知症講座等も開かれているというところでございます。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  東口議員。  

〇６番（東口重信君）  今もございましたが、今年度も２４回予定されております、介護

予防教室でも、その内容の中に、認知症の予防が２回、予防のための音楽療法が６

回と、認知症の言葉の入った講座が３分の１を占めております。薬物以外の療法と

して、こうした介護やリハビリテーションの効果が認められ、本人の立場を中心に

考えるパーソンセンタードケアなどの工夫も効果があるようでございますが、この

辺の受講者の理解はどんなものかと思いながら、先ほど課長からお話がありました

先の先でしょうか、『議会だより』の町の町民の声の中で、この介護予防教室を担

当でいらっしゃる方の声を出させていただきましたし、私自身もその寸劇も拝見い

たしておりますが、参加者のいわゆる受講者のこの辺の理解はいかがなものでござ

いましょうか、伺いたいと思います。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  お答えをいたします。  

 ご覧になったかと思いますが、平成２３年度介護予防教室に参加された方に対し

まして、アンケートを実施しております。その中で、認知症予防、音楽療法に参加

された方たちの感想といたしまして、大変勉強になった、習ったことを参考にして、

自宅でも実践しているといった感想がございました。専門的な理解ができるところ

までは難しいかもしれませんが、予防教室に参加された方については、認知症につ

いて一定の理解、及び偏見の解消ができているものと考えております。  

〇議長（内堀恵人君）  東口議員。  

〇６番（東口重信君）  参加者の中で、現に病院等であなたは認知症だねというふうに診

断を受けて参加されている方、タイトルは予防教室ですから、あくまで認知症その

方そのものではないんだろうと思うんですけれども、今アンケートということでご

ざいましたが、その辺がどの程度ご参加されている皆さん方、意識しながら日々の

活動をしておられるのかということをちょっと考えておりました。実際には把握し

にくいのでしょうけれども、御代田町内で介護保険を利用されている認知症を患う

方は、何人ぐらいおいでになるのでしょうか。あるいはまた、それらの方は、在宅
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介護支援あるいは通所施設、宅老所などを含めた方と、あるいは入所施設支援利用

者との割合はどのようになっておりますでしょうか、お聞きしたいと思います。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君） お答えをいたします。  

 平成２４年の５月現在で、要支援、要介護認定者数、町内におきまして４５１名

でございます。そのうち、認定調査の結果、認知症自立度というものがございます。

この自立度の２Ａ以上の方が２７３人、ケアプランで認知症が加算請求できる認知

症自立度３Ａ以上が、１７４人となっております。このことから、要介護者のほと

んどの方は、重度、軽度の差がございますが、認知症の症状が表れているものと思

われます。  

 ちなみに、認知症高齢者の日常生活自立度について解説しておきます。  

 ２Ａという数字がございました。この２Ａにつきましては、日常生活に支障を来

すような症状、行動、意思疎通の困難さが見られても、だれかが注意していれば自

立できる、たびたび道に迷う、買物や金銭管理など、それまでにできていたことに

ミスが目立つという状況でございます。  

 それから、３Ａ。日常生活に支障を来すような症状、行動、意思疎通の困難さが

見られ、介護を必要とする。着替え、食事、排泄がうまくできない。徘徊、失禁、

火の不始末などの行為が目立つ状況を指しております。  

 それから、在宅介護と入所施設支援の割合でございます。  

 要介護認定者数４５１名のうち、在宅サービス利用者２８４名、施設サービス利

用者１６７名で、在宅が６３％、施設が３７％の割合となっております。  

〇議長（内堀恵人君）  東口議員。  

〇６番（東口重信君）  先ほどのお話で、高齢者が約３，３００人おみえになるという数

字を挙げていただきましたけれども、今のお話ですと、自立度だけでは難しいので

しょうけれども、約４００人近い方が認知症と言ってもいいだろうというようなお

話だったと思うのですが、更に、６３％が、在宅介護を受けておられるということ

のようですが、先の信毎の新聞報道でも、複数回答ではありますけれども、認知症

介護を受けたい方は、配偶者を挙げておられて、男性では６８％、女性でも４５％、

全体では５６％が自分の配偶者の介護を受けたいと。それで、他人、他人といいま

すと、これは施設職員等あるいはホームヘルパーさん等いろいろな人が入るわけで
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すけれども、男性がこれは約３０％、女性は４５．７％で、全体としては約３８％

の方がそういう他人でよろしいと。特に、子どもというのは、男性では３３％、女

性では３９％、全体としては３６％ぐらいが自分の子どもの介護を受けたいと。当

然のこととして、全体としては先ほどお話がございましたが、現に御代田町がその

ようですけれども、６割以上の方が在宅介護で今過ごしておられます。  

 しかし、現実は大変に厳しく、本人や家族の日頃接しているケアマネジャーは、

認知症高齢者への虐待等がもしあったとしても、それを察知する機会が少なくあり

ません。その新聞のアンケートでも、回答の半数以上の５６％は、虐待や介護放棄

を受けた人を担当していると、ケアマネジャーの方が答えているようですし、施設

へ通ってこられる、いわゆるデイケア施設の職員も、利用者の３０％に、３人に１

人は、虐待の痕が見られると、こういうアンケート調査が新聞には報告されまし

た。先ほどの数字から見ましても、特に加害者として息子あるいは夫による虐待

が５７％で、家庭介護は密室になり、就労世帯では仕事との両立ができなかったり、

高齢の妻を高齢の夫が介護する老老介護が増え続け、男性介護者の４１％は７０歳

以上、８０歳以上の方も１８％に上っているというデータが報告されていました。 

 以前の一般質問でも確認いたしましたが、入所施設は待機者が多く、県内の在宅

支援ケアマネジャーに認知症の人を担当するうえでの大きな悩みを２つまでお聞

きしたところ、半数近い４７％が、「症状の強い人の受け入れ施設が少ない」「施設

が満杯で、緊急時に受け入れてもらえない」、これが３９％と回答しております。「介

護家族の精神面を支えられない」、これが３９％、「家族の要望に応じきれない」

２１％で、自由記述では「見守りサービスがなく、同居家族がいれば生活援助も難

しく、認知症専門デイケアサービスは費用も高く、生活困窮者は使えない」ともあ

りました。こうした必要な支援がなかなか受けられない現実を、早く全体的に解決

してもらいたいと思っております。  

 最近、町内の自治会加入全戸に、先ほども一部ございましたが、御代田町生涯学

習基本構想で、ダイジェスト版にも書かれているようでございましたけれども、認

知症の高齢者の介護者は、その負担の大きさから、不満やストレスを抱えて生活を

送るケースが増えてきていると記載され、町としてもその認識に基づいた対策があ

るようですけれども、今後、どういう方針をお持ちでしょうか、お伺いします。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  
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〇保健福祉課長（小山岳夫君）  認知症に対するプラン等の方針について、お答えをした

いと思います。  

 現在、御代田町民を対象に、ケアプランの作成を行っているケアマネジャーが、

町内には１０名、近隣市町村に約２０名おります。担当となったケアマネジャーは、

認知症の高齢者が地域の見守りを必要とする徘徊などの問題行動で支援困難な事

例については、担当地区の民生委員に担当者会議への出席を依頼しているというこ

とで、担当者会議において課題の共有を図り、関係者の間で連携した支援を進めて

いるというところでございます。  

 また、定例で開催している児童民生委員会に、地域包括支援センターの職員が出

席しまして、包括支援センターの活動状況の報告を通しまして、認知症高齢者の支

援事例について、各地区の民生委員と連携を図っているという状況でございます。

包括支援センターが事務局となって毎月開催している地域ケア会議には、児童民生

委員会の副会長に出席してもらいまして、認知症高齢者の支援について連携を図っ

ているということで、具体的な行動でございますが、認知症高齢者の徘徊対策、や

はり認知症の方がいなくなってしまうということが、一番困ることでございます。

この徘徊対策といたしまして、地域の見守り体制の確立が必要になっているという

ことでございます。これについては、今年度、社会福祉協議会と町が共同で、地域

の人たちにも協力してもらい、徘徊模擬訓練を実施していくということで、この地

域の人たちでございますが、警察の方は当然のことでございます。そのほか、町内

を広く回っておられる郵便局の方、あるいはガス業者の方、あるいは宅配業者の方、

こういった、町内を広く日常回って仕事をしておられる方たちにも声をかけて、認

知症に対する理解、それからいなくなった場合の対策等について、訓練を重ねてい

きたいというものでございます。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  東口議員。  

〇６番（東口重信君）  今、地域との連携についてというお話がございましたが、４、５

日前の先ほどから挙げております地元新聞に、『認知症患者の情報を共有』という

見出しで、東信地区の病院が厚生労働省の補助金を受けて、『あったか手帳』と名

付けた小冊子をつくったようです。これは地域全体で認知症の方を支える仕組みを

つくる、それを目指して専門医や福祉サービスにつなげるためで、飯田市や駒ヶ根

市でも同様に取り組みに既に取り組んでいるようでございます。認知症の可能性の
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ある高齢者や、その家族が相談に訪れるのは、専門医の病院よりも、先ほどお話が

ございました、市町村の地域包括支援センターや、居宅支援事業者などが多いよう

でございます。町の地域包括支援センター、今１０名というお話がございましたが、

そのパンフレットの中にも主任ケアマネジャー、保健師と社会福祉士の３人が、そ

の職員がそれぞれ専門性を生かして、互いに連絡をとりながら、チームとして高齢

者やその家族を支援しておりますというのが、パンフレットに書いてありましたけ

れども、今もございました、高齢者の見守りは民生委員の主要な業務であるという

ことは、以前の一般質問でも、町の方からもございましたが、そのケアマネジャー

との連携ということでございますけれども、実際に年間にどれぐらいの連絡会のよ

うなものをお持ちになっているのか、また、今もございましたが、先の県会で、我

が党の議員が、警察官との連携について質問し、平成２３年度中に１３７件の認知

症の方の行方不明事案があり、これは行方不明事案の１０％、１割が認知症を患っ

ている方であるという回答をしておられましたけれども、実際に警察官の認知症に

対する知識、技能を高める研修とともに、地域のネットワークや関係者との連携を

具体的に今進めているようでございますけれども、御代田町としては、今後、この

辺の連携をどのようにお取り組みになるのか、伺います。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  お答えをいたします。  

 民生委員とのかかわりでございますけれども、かなり地域包括支援センターとの

かかわり、濃いものがございます。民生児童委員会につきましては、毎月定例で開

催しておりますが、そちらには包括支援センターの職員が毎月出席いたしまして、

認知症の方あるいは高齢者福祉の問題等について、意見を提出し、また意見交換を

させていただいているというところでございます。  

 それから、地域包括ケア会議、こちらの方にも民生委員の方にご出席いただいて、

当町の認知症の高齢者の実態等について把握をしていただき、その対策についても

ご協議いただいているというようなところもございます。  

 それからまた、老老世帯あるいは独居世帯、老人の独居世帯等の調査におきまし

ては、民生委員の方たちのご協力をいただいて、実施しているという状況でござい

ます。民生委員の皆さんの認知症高齢者に対する理解というのは、かなりの部分で

深まっているものというふうに考えております。  
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 それから、警察とのかかわりということでございました。地域包括ケア会議に警

察、御代田交番の方にも毎月ご出席をいただいて、状況を把握していただいている

というところでございます。特にまた、高齢者虐待の問題等もございますので、こ

ういったところにつきましては、警察の方も交えて、ご相談をさせていただいて、

解決に向けて努力しているというところでございます。  

 あと、先ほど申し上げましたように、認知症高齢者の徘徊模擬訓練、こちらにつ

いては警察の御代田交番の全面的な協力をいただきながらまた進めて、地域のネッ

トワーク構築を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。  

〇議長（内堀恵人君）  東口議員。  

〇６番（東口重信君）  私がたまたま立ち話だったんですが、この５年間ぐらいで御代田

町では、実際に認知症を患っていらっしゃる方のこうした行方不明捜査依頼という

のは、何件ぐらいあったんでしょうねとお聞きしましたら、たまたま前年度は２件、

その前は０、その前が２件、その前が０、それ以前はちょっとわからないね、なん

ていうようなお答えをいただいておりましたけれども、平均すれば、年に１件ぐら

い、こんなのは平均する数ではないのですが、そういう事案もあるようでございま

すので、是非、その辺のネットワークを今後とも緊密にしていただきたいと思いま

す。 

 それでは、２点目について、お伺いいたします。  

 緊急時連絡カード等の発行について、伺いたいと思います。  

 東日本大震災に続き、竜巻などの自然災害が続き、また、通学途中の児童への自

動車事故、あるいは体がぶつかったと、行きずりの刃物による殺傷事件、昨日など

は、大阪の心斎橋で、死刑になりたいからといって、全然他人の方を２人ほど刃物

で刺し殺すというような事件が起きているようでございますけれども、こうした事

件が絶えません。こうしたときの対応で、まず必要なことは、身元確認なり医療的

な対応です。首都圏直下地震等の自然災害への対応として、例えば、震災から自分

や家族を守るため、普段から備えておこうと、防災グッズの売り切れがあちらこち

らの店で続いているようです。防災ブックレットを配布し、防災減災に普段から、

自助が基本で、それに共助、公助の組み合わせで、その連携が基本となり、とりわ

け、自動能力の強化を我が党では訴えておりますけれども、例えば、地震発生後３

日間、７２時間は、自助で避難生活を過ごす心構えと物質の用意が必要とされてお
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ります。そして、二次災害の火災や交通パニック、停電、上下水道の機能停止への

対応も万全にし、震災時の避難場所の家族相互の確認、非常用品の置場、風呂の水

を張っておくなども、その備えの１つかと思います。  

 その中でも、特に必要なのが、災害時安心シートあるいは緊急連絡カードであり

ます。これは、自宅内や外出時に、病気や怪我で倒れた場合でも、あるいは震災な

ど救急時に備えつけるもので、自分の最低限度の救急情報を、駆けつけた救急隊等

に提供することを目的としております。内容は、自身の氏名や年齢、性別、血液型、

そして住所や電話番号、持病やアレルギー、掛かりつけの病院やその担当医、服薬

中の薬、自宅以外の緊急連絡先などが記入されているシートを言っております。も

ちろん、この内容の多くは個人情報ですので、本人の同意が必要ですし、そうした

ことの紛失の防止にも努め、自分自身の判断と仕切りにおいて、これは携帯するも

のでございます。私の身近の心臓病の持病のある方は、随分以前からその旨を書い

た紙とニトログリセリンを財布の中に密かに入れておられるそうですけれども、い

ざというときのためだというふうにおっしゃっております。私の知る限りでは、既

に長野市、お隣の小諸市、長和町、佐久穂町では、このカードを町、市として発行

し、各個人に配布しているということで、特に長野市の場合には、プラスチックの

ケースに入れて、名刺大というのでしょうか、免許証大というのでしょうか、そう

いう形で、全市民を対象に発行されています。  

 こういった点について、御代田町ではどのようにお考えでしょうか、伺いたいと

思います。  

〇議長（内堀恵人君）  清水総務課長。  

（総務課長 清水成信君 登壇） 

〇総務課長（清水成信君）  それではお答えをいたします。  

 先ほど、東口議員おっしゃられますように、地震あるいは自然災害、病気や怪我

など緊急時の本人の確認の１つの方法として、議員おっしゃられるシートあるいは

カード、こういったものがあるかと思います。  

 この例内については、２種類あると思うわけですが、まず、１つ目として、現在

も市販されておりますところの緊急時安心キット、こういったものがあるようであ

ります。主に、高齢者宅に配布をし、あらかじめ掛かりつけ医療機関の情報、ある

いは医療情報をシートに記入してもらったうえで、そのシートを玄関の扉に張り付
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けたり、あるいは冷蔵庫の中に保管をしておくことで、何か起きた場合に高齢者宅

を訪れた救急隊員等に見ていただき、その情報を活用していただくというものであ

ります。  

 それからもう１つは、文字どおり、議員もおっしゃられる緊急時連絡カードと呼

ばれるもので、財布や鞄の中に携行していただくことで、外出時の不慮の事故や、

あるいは発作、それから災害等起きた場合に、救急隊員や医療機関の方に必要な情

報を提供するとともに、ご家族の方などの連絡先を知らせる手段として活用してい

ただくというものであります。  

 前者の緊急時安心キットの配布、この近隣では、私どもでもちょっと確認したと

ころ、佐久穂町、あるいは東御市、長和町で、高齢者を対象に取り組みを行ってい

るようでございます。  

 当町では地域包括支援センターで既に緊急通報サービスを行っているという状

況もございます。また、独居老人や高齢者世帯の名簿の作成など、高齢者サービス、

それから防災対応としても手厚く行っている状況というふうにとらえております

ので、緊急時安心キット、この配布の取り組みについては、現時点では必要はない

というふうに考えているところでございます。  

 それから、後者の、緊急時連絡カード、これにつきましては、東口議員がおっ

しゃられますとおり、近隣では長野市が平成２２年度より導入されているようで

す。内容は、高齢者といった年齢を問わず、希望する住民にカードとカードを入れ

るケース、先ほどおっしゃられましたとおり、お渡しをして、本人がカードに、氏

名、住所、それから持病ですとかアレルギー、あるいは連絡先、また掛かりつけの

医療機関などをあらかじめ記入していただいたうえで、携行していただくというも

のであります。長野市では、導入当初、平成２２年度ですが、このカードを１万枚

印刷したようです。それから、昨年はご存じのように３・１１、東日本大震災の影

響もあり、希望する方がかなり増え、導入から現在までに約２万枚を超える数の

カードを発行しているということのようです。長野市では、２万枚以上のカードを

発行しているということではありますけれども、これはあくまでも希望者に対して

発行しているということと、各種団体が会議等を開いた際に、その出席者に対して

配りたいというようなことで、一度に大量のカードを持っていくこともあるという

ことのようであります。実際にどれぐらいの人にカードが行き渡っているのかと
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いったこと、それから正確な数を把握していないというようなこともありますし、

果たしてその配布したカードが実際に携行され、それが活用されていたということ

を確認する具体的な手段がないというような中で、利用実績も把握できないという

ことの中で、仮に導入した場合の効果という点で、今のところ明確ではないという

ようなことも伺っているところであります。  

 また、インターネットの方でもちょっと検索をしてみたわけですけれども、県内

では先ほど申しましたところ以外にはないようですが、全国的には幅広い範囲の自

治体で導入されているようではあります。具体的に何自治体が導入されているかと

いうところまでの数字は、把握できておりませんけれども、このカードの発行を対

象に、高齢者に限ったものから、長野市のように希望される方すべてというように、

対象範囲もさまざまであります。導入している自治体の担当部署は、ほとんどが高

齢福祉の担当部署で行っているというようなこと、それからカードの発行の対象範

囲も含めた中で、何らかのその理由ですか、導入の経過、そういったものもあると

思われます。そういった、それらの理由あるいは利用実績などを調べたうえで、当

町として導入するのかどうか、個人情報でもありますので、今後も検討していく必

要があるかなというふうに考えているところでございます。  

 東口議員が提案されます、御代田町での導入はどうかということでありますけれ

ども、現時点ではすぐに導入ということは考えていない状況であります。以上であ

ります。  

〇議長（内堀恵人君）  東口議員。  

〇６番（東口重信君）  先ほども申し上げましたが、もう既に小諸市でもこれは実施され

ているようでございますので、ま、あまりよそがやっているから、町もやれという

わけではないのですが、いつ浅間山が、何か富士山の方も爆発するかも、噴火する

かもしれないというようなことから含めまして、本人確認という意味からも、是非、

今後ともこの緊急カード発行について、ご検討いただきたいと思います。  

 以上で質問を終わります。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、通告２番、東口重信議員の通告のすべてを終了いたしま

す。 

 昼食のため、休憩いたします。  

 午後は、１時３０分より再開いたします。  
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（午前１１時４６分） 

（休  憩） 

（午後  １時３０分） 

〇議長（内堀恵人君） 休憩前に引き続き、本会議を再開し、一般質問を続行いたします。  

 場内、大変蒸し暑くなっておりますので、上着を脱ぐことを許可いたします。  

 小山保健福祉課長から、答弁を求められておりますので、これを許可いたします。 

 小山保健福祉課長。  

（保健福祉課長 小山岳夫君  登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君） 先ほど、東口議員から質問のありました、御代田町の人

口の男女比でございます。  

 一応参考になればということですので、住基上の数字を申し上げます。  

 １万４，８４１人、４月１日現在の数字でございますが、男が７，４４７人、女

が７，３９４人、割合でいきますと、５０．２％が男性、４９．８％が女性という

ことで、若干男性が上回っておりますが、ほぼ半分半分。これが６５歳以上になり

ますと、全体で３，２９６人。男性、１，４３３人。女性、１，８６３人というこ

とで、男性の割合が４３．５％、女性が５６．５％、女性の方が多くなっていると

いう状況が見て取れます。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  通告３番、笹沢  武議員の質問を許可いたします。  

 笹沢 武議員。  

（１３番 笹沢 武君 登壇） 

〇１３番（笹沢 武君） 通告３番、議席番号１３番、笹沢  武でございます。  

 今回の一般質問は、１件にしぼって質問をさせていただきます。前向きの回答を

期待するものでございます。  

 まず、御代田町環境保全条例施行規則開発指導要綱の見直しについて、お尋ねい

たします。  

 御代田町環境保全条例施行規則開発指導要綱では、開発地の計画総合面積が

１，０００平米以上となるものについて、届出が必要で、区画面積を規制しており

ます。長野県及び近隣市町村では、計画総合面積は３，０００平米以上でございま

す。したがって、近隣市町村並みに計画総合面積を緩和すべきと思いますが、その

考え方をお尋ねいたします。  
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 なお、町環境保全条例は、平成元年３月３１日、指導要綱は平成２年３月３１日

に制定されて以来、平成９年と１６年に若干の一部改正はされましたが、現在に

至っているのが現状でございます。この制定時期は、バブル経済の絶頂期であり、

その資金が土地価格の異常な上昇や、乱開発を抑制するために制定されたもので

あったはずでございます。それも踏まえて、町の考え方をお尋ねいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  土屋企画財政課長。  

（企画財政課長 土屋和明君  登壇） 

〇企画財政課長（土屋和明君）  お答えをいたします。  

 御代田町環境保全条例、それから施行規則、開発指導要綱の関係でございますが、

これにつきましては、良好な自然環境及び生活環境を保全するとともに、住民の健

康で快適な生活を確保するための必要事項を規定し、住みよい郷土の実現を期する

ことを目的といたしまして、笹沢議員おっしゃるとおり、平成元年の６月に全面施

行いたしました。また、この環境保全条例を、より具体化するために、御代田町の

開発指導要綱を平成２年４月より施行しております。時代はまさに笹沢議員おっ

しゃるとおり、バブル景気の只中でございまして、日本全体が開発される中、御代

田町におきましても、数多くの３，０００平方メートル以下のミニ開発や、西軽井

沢地区における大規模な４０階建てマンションの建設が計画された時期でござい

ます。 

 このような状況の下で、地域の環境政策の最前線を担う町といたしましては、

１，０００平方メートル以上となる開発の届出を義務付けました。先ほど申し上げ

ました条例の目的達成と、持続可能な御代田町であり続けることを目指してでござ

います。以来２４年、住民、事業者の皆さまのご協力の下、環境保全条例が順守さ

れ、秩序ある開発がされる中で、御代田町の自然環境、生活環境が良好に保たれて

いるものと考えております。  

 平成２２年には、人口減少社会に突入しましてから、初めての国勢調査が実施さ

れました。近隣では、軽井沢町以外、県内でもほとんどの市町村が軒並み人口減少

する中で、御代田町は１万４，７３８人と、平成１７年前回の１万４，１２４人か

ら、４．４％の増加となり、現在も人口は増加を続けてきております。その要因と

いたしましては、住環境の良さから御代田町に住宅を建築し、定住する方の増加に

よるものも１つの要因と考えることができます。平成２１年度に実施しました、第
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４次長期振興計画後期計画の策定のためのアンケート調査におきましては、おおよ

そ８割の方から、住環境と自然環境について一定の評価をいただきました。  

 また、土地利用計画第２次御代田町計画の策定のためのアンケート調査におきま

しても、町全体の土地利用の将来の方向性といたしまして、自然や住環境の保全と、

地域を限定したバランスの良い開発が、多くの方に求められていることが伺える、

自由意見欄におきましても、住環境の良さについての意見を多くいただいていると

ころでございます。  

 加えまして、届出の窓口でございます。建設課によりますと、本条例は住民の皆

さまにも十分に浸透してきていて、自然環境に恵まれた当町の環境保全に関する住

民意識は、年々高揚が図られてきております。住民の皆さまから見ると、１，０００

平米という面積は、広いというふうに認識されていると思われ、自宅周辺の土地に

当該開発の動きがありますと、建設課に来庁、あるいは電話などによる問い合わせ

が多く寄せられ、開発行為の届出がなされておりますと、これらの問い合わせに対

して、即時に開発の概要について回答することができ、住民の皆さまの安心にも大

きく貢献している状況となっているとのことでございます。  

 開発行為の届出の要件につきましては、軽井沢の不動産協会、御代田と軽井沢で

構成される不動産協会からも、１，０００平米以上から近隣の市町と足並みを揃え、

３，０００平米以上へ緩和するよう、陳情が提出されているところではございます

が、残念ながら、現在におきましても毎年数件の是正指導案件、要するに、こうし

てくださいと、開発をする際にこうしてくださいという、町からは指導をしなけれ

ばならない案件が、毎年数件あるという状況でございます。近隣市町村には近隣市

町村の実状に合った独自の開発制限がございますし、当町には当町の現状がござい

ます。 

 本条例制定当時のように、懸念事項が多発するという事態は改善されてはきてい

るようですけれども、当町の良好な景観保全、開発行為地の周辺にお住まいの皆さ

まの安心を担保するためには、ご質問のように、足並みを揃えるために面積を緩和

することは、時期尚早であろうと考えております。  

 このようなことからしまして、町では、今後におきましても御代田町環境保全条

例を順守し、近隣より少ない１，０００平米以上という面積での届出によりまして、

自然環境、生活環境の保全に努め、住み続けたい町、住んでみたい町を目指してま
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いりたいと、こんなふうに考えておりますので、引き続き皆さまのご理解とご協力

をお願い申し上げます。 

 なお、開発行為の届出に関しましては、現在、単なる土地の分筆につきましても、

宅地の造成や分譲といったものと同様に、届出の際には、多くの添付書類の提出を

いただいている状況でございます。単なる土地の分筆につきましては、宅地造成、

分譲等とは区別し、一部添付書類の省略など、手続の簡素化も検討しているところ

でございますので、ご理解をお願いしたいと思います。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  笹沢議員。  

〇１３番（笹沢 武君） 今、課長から答弁いただきましたけれども、おっしゃることは

よくわかるんですけれども、近隣市町、小諸、佐久、軽井沢が３，０００平米に許

可しているのに、御代田町が１，０００平米にこだわる必要が、私にはどうも理解

できない。環境保全だとか諸々の問題を保持するというお話がありましたけれども、

それはそれで、もちろん、そうやっていかなきゃいけないと思いますけれども、例

えば、今１，０００平米になっていますけれども、例えば中心市街地は１，０００

平米のままでいくと。山間地については、少し許可を増やして、３，０００にする

とか、そういう考え方ができないのかどうか。  

 それからもう１つは、私は近隣市町と足並みを揃えていただきたいというふうに

お願いをしているわけですが、もし、近隣市町と足並みが揃えられないというなら

ば、それなら、２，０００平米で区切ることが可能であるかどうか、その辺につい

てお聞かせください。  

〇議長（内堀恵人君）  土屋企画財政課長。  

〇企画財政課長（土屋和明君）  お答えをいたします。  

 今のご質問、２点あったかと思うのですが、中心市街地とそれから周辺地域の山

間部ということで、区切れないかということでございますが、エンドユーザーに対

しては、最終的に１，０００平米を、町が１，０００平米以上の開発をということ

につきましては、もともと最終的に宅地の開発であれば、最後にお住まいになられ

る方がいらっしゃるわけで、その方々に快適な住環境を提供するためには、やはり

開発に伴う規制、要するには雨水の処理であるとか、そういったことで最後にお使

いになる方が不自由をするような状況では困るという状況の中で、全町画一的な考

え方で進めたいというふうに考えておりますし、今まで１，０００平米でやってき
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たものを、２，０００平米に緩和する理由というものが、ないと思うのです。先ほ

どの答弁でも申し上げましたけれども、いまだに１，０００平米を超える開発であっ

ても、是正案件、要するに、ここはこういうふうに直してくださいよという、町が

お願いをする、お願いをして改善をしていただく案件があるということは、これを

３，０００平米にしたら、その部分については改善が図られないまま仕事が進むと

いうふうに私は考えます。ですから、今のままの１，０００平米の状況でご理解を

賜りたいと、こういうふうに考えております。以上です。  

〇議長（内堀恵人君）  笹沢議員。  

〇１３番（笹沢  武君） それは３，０００でも１，０００でも同じだと思いますよ、

そういうその論法で言うならば。是正案件というのは、その１，０００平米から

３，０００平米になったって、そんなに増えるものでもなし、減るものでもないと

思いますし、ま、減るということはないでしょうけれども。そういうことはあまり

こだわる必要はないと思うんですよね。ただ、現在は、経済が非常にデフレ状況が

脱却できないでいるわけですね。結局、景気低迷が続いている現況の中で、土地の

有効活用促進の規制は、どうしても見直す必要があるというふうに私は考えており

ます。バブル経済崩壊後、若干の経済の上昇は見られたんですけれども、２００９

年でしたですかね、リーマンショック以来、また景気が低迷して、まだ底を、景気

の低迷から脱却できていない現状でございますので、少しその辺を緩和する必要が、

私はあるというふうに思いますが、どうしてその１，０００平米にこだわるのか、

その私は根拠がわからない。ま、日本、世界、グローバリゼーション化が進む中に

おいて、御代田町だけが１，０００平米にこだわる必要は何もないと思うんですけ

どね。その辺がどうも私には理解できないのですが、ま、同じ質問をしても、答弁

は同じ答弁が返ってくると思いますので、答弁は結構ですけれども、私どもとすれ

ば、町側に対して新たな課題ができたというふうに思っておりますが、今後、この

課題について、どういうふうに私どもが町側の考え方を質していくのか、１つの問

題が生じたような気がしておりますけれども。  

 １，０００平米から２，０００平米に変えるということができない根拠は、根拠

について教えてください。もう一度。３，０００がだめなら、２，０００でどうし

てできないのか。その辺をもう一度お願いします。  

〇議長（内堀恵人君）  土屋企画財政課長。  
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〇企画財政課長（土屋和明君）  １，０００平米を２，０００平米というお話でございま

すが、先ほども申しましたように、１，０００平米を超えるものから届出をいただ

いていて、３，０００平米を超えるものは、当然、県の開発行為にかかってきます

ので、町独自で１，０００平米以上の開発行為に関して届出をお願いしているわけ

です。ですが、そのものについては、先ほども申し上げました、是正案件が、開発

行為の届出が必要ないとなれば、そのままの開発が行われるわけですよね。そう

いったことを防ぐために、１，０００平米で従来どおりお願いをしているというこ

とでございますので、ご理解を賜りたいと思います。  

〇議長（内堀恵人君）  笹沢議員。  

〇１３番（笹沢 武君） 先ほども答弁者、課長、おっしゃいましたけれども、是正案件

とはどういうものがありますか。お答えください。  

〇議長（内堀恵人君）  荻原建設課長。  

（建設課長 荻原 浩君 登壇） 

〇建設課長（荻原  浩君） お答えいたします。  

 個々、具体的に申し上げますと、開発行為者等の名誉等にもかかわることになっ

てまいりますので、概略的なことで申し上げさせていただきますと、町のその当初

の申請と違った計画で、計画どおりの工事の進捗状況が見て取れないというもので、

途中で中止していただいて、計画どおり進めてくださいという是正、あるいは、計

画どおり進められないということであれば、計画変更の届出を出していただきたい

というお願いを申し上げて、是正をしていただいているというものが、現状で抱え

ている問題点としては２件ございます。以上です。  

〇議長（内堀恵人君）  笹沢議員。  

〇１３番（笹沢  武君） 結局、その届出に対する計画違反ということでよろしいですか。

そういうものが散見する、さっき、数件見受けられるという話がありましたけれど

も、その毎回、毎年、そういうものが散見されるというふうに判断してよろしいで

すか。それは町側からそういうものを是正するように依頼して、直して、当然直っ

てくるわけですよね。  

〇議長（内堀恵人君）  荻原建設課長。  

〇建設課長（荻原  浩君） 町側のそういった是正の指導に関しましては、業者の皆さん

も応じていただいて、そのまま放置されているという案件につきましては、現在の
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ところ、ございません。 

〇議長（内堀恵人君）  笹沢議員。  

〇１３番（笹沢 武君） この問題は、今始まったばかりではなくて、もう数年前から、

どうも御代田町はおかしいんじゃないかと、課長の答弁はわかりましたからいいん

ですけれども、どうも近隣市町との足並みを揃えられないということが、おかしい

んじゃないかというふうな声が非常に聞かれていますよね。だから、私は是非、今

後の対応ですけれども、近隣市町と足並みが揃えられるような開発行為の範囲に、

是非広げていただきたいというふうに希望をいたしたいと思います。軽井沢や小諸

がやっているものを、御代田だけいつまでもその１，０００平米にこだわる必要は、

何もないと私は考えます。ま、それは軽井沢も小諸も同じような、御代田町と同じ

ようなその計画違反というようなものに対する是正はあると思いますけれども、そ

れはどのぐらい広げても同じだと思うんですよね。それとやはり、土地の所有者に

対して、本当に１，０００平米で区切っていいのかどうか、非常に疑問に感じます

ね。そういうその絞り方で法律に違反しないのかどうか。その辺もちょっと考えら

れるところでございますけれども、その辺は私どももう少し勉強をしてみたいと思

いますけれども。  

 今日の、さっきの課長の答弁の中では、一応、今のところ、開発行為の範囲を広

げる気はないと。どういう要素が重なっても、あっても、今のところは変更する気

はないと、そういうことでございますか。それに変更ございませんね。  

〇議長（内堀恵人君）  土屋企画財政課長。  

〇企画財政課長（土屋和明君） 非常に難しいお話をいただいたんですが、どういうこと

があってもという仮定の話は、ここで答弁する状況にないかと思いますが、当面は

先ほどの答弁で申しましたように、住みよい、住み続けたい町、住んでみたい町と

いうものを、町長も掲げて事業を進めておりますので、現在の規制の内容でご理解

を賜りたいと、こんなふうに考えております。  

〇議長（内堀恵人君）  笹沢議員。  

〇１３番（笹沢 武君） 考え方は、全然その、今日の質問の答弁に対しては、考え方を

変える気持ちがないというふうに理解をいたしました。それでよろしいですね。い

いです、立って答弁はいらないですけれども。そういうことでよろしいですね。わ

かりました。  
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 私としては、１つ、いろいろな課題をいただきましたので、その課題に対して、

私どもも勉強し直して、また新たに質問をさせてもらうかもしれませんけれども、

以上をもって一般質問を終わります。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、通告３番、笹沢 武議員の通告のすべてを終了いたしま

す。 

 通告４番、池田健一郎議員の質問を許可いたします。  

 池田健一郎議員。  

（５番 池田健一郎君 登壇） 

〇５番（池田健一郎君）  通告４番、議席番号５番、池田健一郎です。  

 私は、今回、要介護者の増加に対して、町の今後の対応についてと、公共施設の

有効活用について、町の考え方を問うていきたいと思います。  

 まず、質問に入る前に、大変福祉活動をご熱心に支えておられました、三笠宮、

髭の殿下と呼ばれておられました殿下のご逝去に対し、心からお悔やみ申し上げ、

ご冥福をお祈り申し上げるものです。  

 私の質問に先立ち、午前中から同僚議員から大変福祉の関係、特に介護関係の質

問が出されておりまして、私の聞きたいところ、その辺が大分かぶってしまってい

るところがあると思いますけれども、私なりに整理して質問していきたいと思いま

す。 

 まず、我が国においては、いわゆる戦後のベビーブームによる団塊の世代といわ

れます人たちが、６５歳以上の年齢に達して、超高齢社会に向かっているのが現状

です。国においても、諸策が講じられてきておりますけれども、当町においてもま

たこれは例外ではなく、近い将来、今より更に深刻な時代になっていくことが予想

されます。  

 町の２３年１１月現在の６５歳以上の人口では、３，２４１人で、高齢化率が

２１．８％、これは我々が持っています議員ノートに書いてある数字です。これが

現状の数字ですが、今後、この５期の３年間、どのようにこの数字が変化していく

ように予想されているのか、この辺のところをお聞きしたいと思っています。  

 ２０年度は４３９名、２１年度が４４０名、２２年度が４１４名で、この２３年

度は、先ほど課長の方から４５１名でしたか、というようなお話がありましたけれ

ども、これが今５期の間に、どんなふうに推移していくのか、その数字をどんなふ
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うに把握しておられるか、お聞きしたいなと思います。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

（保健福祉課長 小山岳夫君  登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  では、お答えをいたします。  

 先ほど申し上げましたように、平成２４年４月１日現在の住民基本台帳上の集計

で、６５歳以上の高齢者の方３，２９６名でございます。そのうちの要介護者数で

ございますが、東口議員のご質問のときに、５月集計の数字で申し上げたのが、

４５１名。ちょっと今回、その内訳についてもお話ししたいと思いますので、数字

が把握されております２４年４月現在、４月の集計の数字を申し上げますと、８名

少なくて４４３名でございます。そのうちの介護度の区分でございますけれども、

要支援１の方が３３名、要支援２の方が３３名、要介護１の方が７５名、要介護２

の方が９７名、要介護３の方が７０名、要介護４の方が６１名、要介護５の方が

７４名でございます。  

 さて、５年ほどの３項目の推移でございますけれども、６５歳以上の高齢者で

約２００名、１０．３％上昇しております。要介護者につきましては約２０人、

４．２％の上昇ということでございます。介護度で見ますと、要介護者数に大幅な

変化は見られない状況でございますが、介護度の高い方が増えておりまして、若干

ではありますが、重度化が進んでいると考えられます。この重度化が進んでいると

いうことについては、平均寿命の伸び、長寿化とも連動していることかと思いま

す。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  池田議員。  

〇５番（池田健一郎君）  ３月に発表された５期の介護保険料基準額が、御代田町では

４，６４０円に設定されました。率にすると、４．５％の上げ幅で決定されたわけ

であります。介護保険を運営する県内の６０保険者と３広域組合の１７市町村の

７７市町村の中では、松本市が一番高くて、５，４３９円。県内のトップでありま

す。当町は高い方から数えても５４番目であって、下げ幅でも低い方から４番目で

ありました。一時は、県内のトップクラスの高い位置にあった介護保険料が、関係

者及びその前任者の皆さんの努力で、こうした数字が出てきているように感じ、大

変評価できるものだと思っております。介護保険料金が４，６４０円に設定された

根拠について、お尋ねしています。  



１２３ 

 それから、２３年度の決算では、総額８億９，１００万円ほど、歳入の中で、県・

国の補助交付金が５億８，６００万円ほど、およそ６６％がこの交付金だとか、県補

助、こういったものに頼っているわけです。また、一般会計からは、１億２，６００

万円ほど投入されているわけです。今後、この県・国、こういったところからの助

成金が大幅な減額が出てくると、たちどころに当会計は赤字に陥ってしまうことが

考えられます。また、第６期３年間において、どのように考えておられるのか。つ

まり、この３年間の後の３年間、これについてお聞きします。  

 ３月議会では、基金の取り崩しはしないということで、現在どのぐらいの基金の

保有をされているのか、この点、２点についてお尋ねします。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  お答えをいたします。  

 まず、第５期の保険料、４，６４０円ということで、３月の議会において議決を

いただきました。決定させていただきました。この根拠でございますけれども、平

成２１年度から２３年度まで、第４期の介護に要する給付実績、介護サービスの給

付費については、横ばいの状況でございました。しかし、平成２４年度から平成２６

年度までの第５期におきましては、団塊の世代が６５歳に到達し始める段階に入っ

てまいります。高齢者人口の増加に伴う認定者数の増加、要介護に入る人たちの増

加が予想されるという状況でございます。このため、第５期の給付費については、

１年間に１０％上昇するという見込で見込んでおります。この給付費に６５歳以上

の方の負担分２１％を乗じた金額を、６５歳以上の人口の推計値で割り返した金額

が、４，６４０円ということになりました。ご指摘のとおり、県内でも低い上げ幅、

２００円という上げ幅で収めることができたということでございました。  

 さて、こういった中で、国・県の補助金が減らされると、忽ち介護保険会計が破

綻してしまうのではないかというご心配のご質問でございますが、第６期まで継続

した形で、やはり考えているということを申し上げたいと思います。  

 国・県の補助金の基準となりますのが、介護給付費でございます。補助金が減る

ということは、給付費も同様に減るということが言えます。ただ、給付費が大幅に

増えていった場合、国・県の補助金で不足分を補うことは困難であるというふうに

考えております。このような事態も勘案いたしまして、給付費の推計に努めている

ところでございます。どのくらい今後伸びていくのかということでございます。こ
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ういった中で、約１０％、第６期においては伸びるのではないかという予想を立て

たわけでございます。第６期では、団塊の世代といわれる方たちすべてが６５歳以

上になることから、保険料の大幅な伸び、これが予想できるわけでございます。  

 今回の第５期保険料の設定で、町の皆さまには基準額で２００円の負担増、値上

げをお願いしたわけでございますが、ここ数年並み、第５期における給付費、これ

をもし維持できていった場合、この２００円というアップ額が基金への積立も可能

になってくるのではないかというふうに考えているわけでございます。何とかその

給付費の伸び、必要なサービスは必要なサービスとして当然実施してまいりますけ

れども、介護予防事業等を行って、給付費を維持していく、このスタンスでござい

ます。 

 積立基金ができた場合、第６期保険料の伸びを少しでも緩和できるのではないか

というふうに考えて、いま努力しているところでございます。  

 基金の積立額でございますが、平成２４年５月末現在で１，０１３万円という状

況でございます。今回、基金の積立を取り崩さないで保険料を維持した市町村は、

南牧村だけ、佐久管内では南牧村だけでございます。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  池田議員。  

〇５番（池田健一郎君）  こうした給付率の伸びというのが、今後非常に大きな問題になっ

てくるということなので、これからその給付率の伸びを抑える、ま、抑えるという

のは、ちょっと言い方に語弊があるかもしれませんけれども、給付率をできるだけ

小さくしていく対策、こういったことについてもまた質問していきたいと思います。 

 今回、保険料の引き上げで、県内最高額が、先ほど話しました松本市の５，４３９

円で、率にしますと、１９．８％のアップになっています。この改定で、最低とい

うか最小は、信濃町で３，５４０円。上げ幅は０。当御代田町は、松本市よりも

７９９円安くて、信濃町よりも１，１００円高い介護保険料がこの御代田町の実態

です。 

 さて、この２団体を検証して、当町との違い、また特筆するようなことがあるの

か、こういったものを検証して、今後の介護行政に参考になる点などはないものか

どうか、お聞きします。 

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  お答えをいたします。  
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 ほかの市町村の保険料、これの研究ということでございます。  

 当町と同様に、保険料については他市町村も算出しているわけですが、この費用

の保険料の算定する資料の中には、施設整備の計画や、諸事情を加味しているもの

がございまして、すべてを検証することは難しいのではないかと思っております。

ただ、保険料に大きな影響を与えるものは、平成２４年度から２６年度の給付費が

最も大きな要因となってきます。その前の段階も当然のことでございます。他市町

村の給付費について、これは検証を加えて、当町に取り入れるべきところは取り入

れてまいりたいというふうに考えております。  

 ちなみに、本年５月に県内保険料最高額の松本市の担当職員と白板地区の民生委

員の皆さまが当町の介護予防施策の勉強をしたいということで研修に来られまし

た。今後とも、より多くの自治体に視察に来てもらえるような、良い施策、見本と

なるような施策を展開してまいりたいと考えているところでございます。 

 今回、当町では、保険料のアップ率を県内でも低く抑えることができましたが、

当然、これに安心することなく、県内も含めて予防施策、介護サービスの良いとこ

ろを取り入れ、適正な介護保険施策を展開していきたいと考えておりますので、ご

理解とご協力をいっそうお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  池田議員。  

〇５番（池田健一郎君）  全く、今の課長のご発言のとおりです。御代田町が決して他に

後れているというような状況ではないということは、我々理解しています。  

 次に、町と社協で行っている介護対策活動事業は、大変評価できるものですけれ

ども、地域包括ケア推進のための事業で、介護予防活動、介護サポーター養成活動、

介護ボランティア活動等々、町の人たちの理解を得て、町の人たちを巻き込んだ活

動が、各団体、グループで、法被だとかＴシャツなどを作って、熱心に対応をして

おられて、大変頭の下がる思いです。私たちもこの委員会で、いち早くサロンづく

りに取り組みました伊豆の国市だとか南足柄市等を見学してきました。当町におい

ても、社協によってこれからサロンづくりなどが活発に始められるということです

けれども、他の市町村と比べて、勝るとも劣らない活動が実施されております。先

ほどもちょっと東口議員の方からも話がありましたけれども、町の保健福祉課で

行っている事業と社協で行っている事業で、かぶっているところはないのか、この

一体化をすることで、事業展開あるいはその効果が更に上がるものではないかとい
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うことについて、問い合わせがあり、町では事業計画を立てて、社協ではそれに

沿って実施をしていくものであるというような回答であったというように理解し

ていますが、それでよろしいでしょうか。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  お答えをいたします。  

 社協と町の活動がかぶっているところがないかというところでございます。  

 基本的には、計画を町でつくって、社協、社会福祉協議会で実行していく、この

状況がございますけれども、若干検証しなければならない点もございます。そう

いった中で、今年度から町と社会福祉協議会の共同で、サロンの拠点整備と徘徊模

擬訓練、高齢者のネットワークの構築を行ってまいるということになっております。

町と社協が役割分担を明確にして、共同で行う、地域に密着した介護施策、今年度

から本格的に始まるという状況になっております。これに連動いたしまして、現在、

重複して実施している事業があるかないか、こういったところの検証も始めており、

町と社協が共同で事業を整理している段階でございます。今後は、お互い協力し合

うところは共同し、いっそう共同し、また、役割を果たすところはそれぞれ分担し、

責任を果たして、事業の効率化を図り、事業効果の拡大を図っていきたいと考えて

いるところでございます。  

〇議長（内堀恵人君）  池田議員。  

〇５番（池田健一郎君）  先に、社協の総会に出席させてもらって、社協の活動の広さに

実際驚きました。よくやっていただいているなというふうなことを感じましたが、

次に、県内で約８，０００人を上回るという施設サービス所の入所待機者がいると

いわれております。当町においても、施設サービスとして、豊昇園、きらく苑、や

まゆり園だとか、広域で運営する佐久良荘等があります。また、社協で運営する

ハートピア、きくちゃん家、のぞみが丘、たっちゃん家などの宅老施設があります

が、これも議員ノートであった数字ですけれども、２２年度の実績では、要介護者

及び要支援者が４１４名、そのうち在宅介護者が３１１名というふうになっており

ました。これは引き算すると、３３％の方が施設サービスを受けていらっしゃると

いうことです。この施設サービスを２３年度はどのような数字になっていますかと

いうこと、先ほどは施設サービスの３７％というような説明がありましたけれども、

今町における、寝たきり、あるいはそれに近いお年寄りの入所希望者、いわゆる待
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機状況は、どんな内容になっているのか、お聞きします。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  お答えをいたします。  

 ちょっと寝たきりの方に限定されるかどうかはともかくといたしまして、特別養

護老人ホームの待機者としては、５９名いらっしゃいます。ただ、こういった方た

ち、将来に備えて特養の希望をされている方たちもいらっしゃいますので、５９名

すべてが寝たきりというわけではないと思います。いずれにしても、特別養護老人

ホームについては、やはり順番待ちというところがございますが、空きの状況がで

きたところで、緊急度の高い、要介護４、５の方たちについては、比較的優先的に、

判定委員会を開いて入所できるというような状況になっているところでございま

す。 

〇議長（内堀恵人君）  池田議員。  

〇５番（池田健一郎君）  今説明がありましたけれども、要するに、在宅介護されている

中で、施設介護を希望する方々が結構多いというのが現状です。実際にこれから

６５歳を過ぎた、我々と同年代の人たちが、こうした介護をしていくようなことが

実態でありまして、老老介護というのが、介護者が、今まで介護者であった人たち

が要介護者になっていくスピードを早めてしまう可能性がある、こんなふうに思い

ます。いわゆる俗に言う共倒れというようなことになってしまうのではないか、こ

うした実態を避けるために、在宅介護の皆さんの負担を軽くするために、入所待機

者を受け入れるための施設整備やベッド数の確保などをする必要があると思いま

すが、町の考え方をお聞きします。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  今のところ、既存の施設を利用して、施設サービスを受

けていくという形で、何とか切り回せている状況にはあろうかと思います。  

 例えば、特別養護老人ホームに入りたい方、なかなかその順番が回ってこないと

いうところもございますが、こちらの認定調査員等がいろいろ手配いたしまして、

ショートステイですとか、大体これは１週間前後の利用でございます、それから老

健施設の空きがあるかどうか、これについては、大体基本が３カ月、長くて６カ月

というような形、その期限が終わりますと、今度は療養型病床、それからまたグ

ループホーム等を使って、待機者の方たちにも不自由がないような形で施設サービ
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スを提供しているという状況でございますので、今のところ、大規模な施設の整備

計画については、考えていないという状況でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  池田議員。  

〇５番（池田健一郎君）  とはいえ、順番待ちの人たちが大変多くいらっしゃるというこ

とも、頭の中に入れておいてほしい問題です。  

 最近、新聞やラジオで報じられているのは、国は施設介護よりサービス提供にか

かる費用が抑えられる在宅介護の方向に力を入れているようですが、介護保険制度

が改定されて、４月からホームヘルパーなどが高齢者のお宅を定期的に訪問する、

いわゆる２４時間地域巡回型サービスが制定されましたが、まだまだ県下、各自治

体でこれらを採用し、事業化しているところはありません。町では、これら事業化

に向けた準備をしておられるのか、具体的にお聞きしたいと思います。  

 先ほど、ちらっと課長がその２４時間体制の介護を云々ということをおっしゃっ

ておられましたけれども、実際に民間でも人材の不足、いわゆる人手不足だとか、

あるいはそれにかかわる管理コストの増加、こんなふうなことから、こうしたその

いわゆる２４時間地域巡回型サービスというのが実施されていないのが現状のよ

うです。  

 また、町では、家族介護慰労事業の１つとして、介護助成金を出しております。

状況に応じて、もっと手厚く対応する、こういった考えはないのか、２点について

お聞きします。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  ２４時間、特に夜間等の地域巡回サービス等につきまし

ては、なかなか実施していただいている事業所が少ないような状況がございますけ

れども、これは今後の課題ということで、また地域包括ケア会議等でそういった可

能性について、また各事業者等とも話し合ってまいりたいというふうに考えている

ところでございます。  

 それから、家族の介護者の支援策でございますけれども、こちらについては、今

現在、金銭的には９万円の慰労金の支給を行っているというところでございます。

また、こういった方たちに対する支援のあり方なんですけれども、これは単に金銭

的なものだけではなくて、やはり実践的な部分、ソフト的な部分での講習等も必要

であろうかということで、介護者向けの講演会を年２回実施しているところでござ
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います。  

 例えば、ちょっと私も想像できなかったんですけれども、ベッドの上で洗髪する

ことができる。これ意外と簡単にできるんですね。それから、よほど体重のある方

でもよほど軽量の介護者が簡単に抱き起こすことができる、こういったような技術

を年２回の講習会を開催しているところでございます。これについては、実践的で

とても役に立つという意見が多く、好評でございます。  

 そういったようなところで、今介護者に対する支援というのは考えております。

そのほか、社協と共同いたしまして、月に１回家族介護者の集いを実施していると

いうところでございます。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  池田議員。  

〇５番（池田健一郎君）  次に、保険料金額が知らされたその通知の中に、こういうパン

フレットが入っておりました。皆さん見た方もおいでだと思います。まず保険料を

納めずにいると、災害などの特別な事情がないにもかかわらず、保険料を滞納して

いると、滞納の期間に応じて保険給付の一時的な差し止めや利用者負担が１割から

３割に引き上げられるなどの措置がとられますと。大変、ちょっと怖いことを書い

てあるんですけれども、今こうした保険料負担の重さから、払い込みができない方、

また、必要な介護、医療サービスを手控えて、あるいは受けないでいる、こんなよ

うな方々が、その症状の重症化になってしまうことが、場合によったら、これが町

の給付費の増加につながっていくのではないかと、こんなようにも考えます。先ほ

どは、課長の方から低所得、母子家庭あるいは低所得者、生活保護者に対して、自

立支援をしながら援助しているよというふうなことの説明がありましたが、こうい

った方々の保険料の徴収あるいは支払い請求等は、今現在、どんなふうに行われて

いますか。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  介護保険の特別徴収の決定通知を送らせていただいてい

るときに、介護保険料の仕組みについてのパンフレットも添えさせていただいてお

ります。そうした中で、保険料を滞納しているということについての、ペナルティ

条項等も入れさせていただいているところでございます。これは、実際に介護保険

を受けていらっしゃる方というよりは、介護保険を滞納していらっしゃる方の中で、

私は介護保険なんか使わないから、絶対に払わないと言われる方たちの対策のため
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に、入れているところがございます。介護サービスについては、ケアマネジャーの

作成するケアプランによって提供されるので、必要なサービスであれば、ケアプラ

ンに反映されます。介護保険の対象とならない自費によるサービスであれば、手控

えることがあるのかもしれません。介護保険料については、２年間で時効消滅し、

不納欠損した場合、消滅した期間、例えば１年分全額滞納している場合は、１年間

に応じて自己負担が１割から３割に上がる、また、高額給付を受けられない給付制

限等がございます。滞納によって不納欠損する場合は、ただいま説明した内容の文

書を滞納者にお渡しして、説明をしているわけでございますが、介護サービスを利

用している方、これから利用申請する方以外は、介護は必要ないから払わないと

いった認識の方がほとんどでございます。滞納している方には、まず、納税相談に

来ていただくこと、介護保険制度を理解していただくことが必要であり、この点に

ついては、今まで行ってきた定期的な滞納整理、これにつきましては、２カ月、３

カ月に１回ずつ行っておりますが、更に電話連絡等も頻繁に行って、粘り強く介護

保険制度に対する理解を求めていくことが必要であるというふうに考えていると

ころでございます。  

〇議長（内堀恵人君）  池田議員。  

〇５番（池田健一郎君）  今の説明にはなかったので、強制的な徴収とか、そういったこ

とはしていないというふうに理解していいんですか。はい。  

 いずれにしても、これからこの介護の道、これは我々が通っていく道です。これ

から増加していくであろう要介護のお年寄りを少なく、あるいは介護を軽くしてい

く予防介護の取り組みが大切だと考えております。介護行政に対して、特効薬だと

か王手飛車取りの取り組みなんていうものはあり得ないもので、日頃からの地道な

活動を進めて、住みよい町、安心な町を目指して、まちづくりをやっていってほし

いものと、こんな点を町長を始め皆さんにお願いしておきます。  

 次に、町民の健康と体力の向上の観点から、また、観光面から経済効果の向上を

図る目的で質問させていただきます。  

 体育施設の貸出で、民宿組合の関係者の方々から、土日を除く平日については、

事前の申込規定１カ月というふうなことがありますが、それ以前に受け付けても

らっている、この点については感謝の言葉がありました。ただ、貸出時間の延長が

認められていない条例となっているようですが、一般の利用者のないときは、この
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限りでないといった条例の変更はできないものでしょうか。こうした取り組みで観

光客や民宿での集客増をねらうのも一考かと思いますが、どんなものでしょうか。 

〇議長（内堀恵人君）  荻原 正教育次長。  

（教育次長 荻原 正君 登壇） 

〇教育次長（荻原  正君） お答えをいたします。  

 体育施設の貸出方法について、まず、ご説明をさせていただきます。  

 貸出につきましては、御代田町体育施設設置及び管理に関する条例、御代田町体

育施設管理規則、御代田町Ｂ＆Ｇ海洋センター設置及び管理に関する条例、御代田

町Ｂ＆Ｇ海洋センター管理規則などに基づいて、貸出を行っております。  

 貸出の時間延長がないということでございますが、条例等には延長の条項はござ

いません。利用者の皆さまには、時間区分に応じての利用をお願いをしております。 

 続いて、施設の利用申請について、説明をさせていただきます。  

 町内の皆さまには、利用したい月の前月の初日から、町外の皆さまには、前月の

１０日から利用申請を受け付けております。これは、町の施設でありますので、町

民の方優先という意味で、時間差を設けております。なお、民宿組合の皆さまへの

対応としましては、産業振興施策の一環としまして、町内の民宿を利用される団体

の皆さまに限り、民宿を通じて、一般の利用者に先行して特例として利用申請を認

めております。利用に際しては、一般の利用者の皆さまに利用制限がかかっており

ますので、民宿利用の団体の皆さまには、午前９時から午後５時までの利用をお願

いをしております。また、申請にあたっては、例年３月に民宿組合の皆さまにお集

まりいただき、その年度の利用調整を行っております。民宿組合の皆さまには、利

用にあたり、町としましても配慮をさせている現状にあります。  

 次に、利用時間の延長ができないかということでございますが、延長ということ

ではなく、ほかの利用者がいない場合、引き続いての時間区分での利用について、

対応させていただくようにしております。以上であります。  

〇議長（内堀恵人君）  池田議員。  

〇５番（池田健一郎君）  次長の説明だと、今まである管理条例、現行条例は、変更しま

せんよということですね。  

 そうは言え、こういったその施設は、野放しにしていいということではないんで

すけれども、町民の人たちが使いやすいようにやっていくということも大事ですの
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で、こういったこともひとつ検討していっていただければなと、こんなふうに思い

ます。 

 また、テニスコートだとか、野球場については、先ほどの現行条例では９時から

使用開始となっていますけれども、現在は一部の職員の皆さんあるいはその担当す

る部署の判断での、早朝等の貸出がされておりますけれども、夏の期間などは、特

に早朝薄暮の方が使いやすいということがあります。したがって、これを早朝薄暮

を使うような、使ってもいいよと、公にするような条例変更ができないのかどうか、

お聞きしたいと思います。  

 また、２２年度の決算では、保健体育施設の使用料が５６８万円ほどの金額で利

用料が上がっています。町民の皆さんにできるだけたくさん利用してもらえば、そ

れだけ使用料の増をねらうことができると、こんなふうにも思うわけですけれども、

その辺、どうでしょうか。  

〇議長（内堀恵人君）  荻原教育次長。  

〇教育次長（荻原  正君） 期間限定で、早朝薄暮の使用を認める条例等の変更はできな

いかということになろうかと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、条

例等では利用時間は午前９時からとなっております。原則としまして、利用者の皆

さまには、施設管理ができます午前９時からの利用をお願いしております。しかし、

早起き野球、それから各種体育団体の大会、硬式テニススポーツ少年団の練習など、

事前に協議をいただいた中で、受付や練習、競技など、大会運営上、当日の早めの

時間から対応しなければならないような場合など、必要と思われるものについては、

早朝利用の対応をしております。ただし、その早朝利用については、希望するもの

すべてを認めるということではなく、協議をした結果、必要と認めるものというふ

うに限らせていただいております。これまでも運用の中で早朝利用についても対応

しております。また、施設管理面などからも考慮する中では、今後もこれまでと同

様な運用の中で、対応をしていきたいというふうに考えております。以上でありま

す。 

〇議長（内堀恵人君）  池田議員。  

〇５番（池田健一郎君）  今の次長の答弁でいきますと、許可した団体そのほかについて

は、その早朝であり薄暮であり、使用を許可しているよということですが、一般の

方々も、例えばテニスの場合だったら、１人、２人、３人あるいは４人でやればや
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れるわけで、こういったところにも広く門戸を広げるというか、町民の皆さんに周

知徹底するというか、された方がいいと私は思います。これも検討していただきた

い事項です。  

 次に、こんなことをと思わないで聞いていてほしいんですが、施設の休日、特に

月曜日がありますが、これを利用することができないものかどうか、提案します。

職員の皆さんは休んでいても、様子のわかったシルバーの皆さんが、日直してくれ

ています。管理するのは、管理は使う利用者が責任を持って行うようにしたらいい

のではないかなと、こんなふうにも思います。また、この日を例えば老人優待日と

して、保健福祉の観点から、これらを無料で利用してもらう、こうした取り組みを

行うことで、お年寄りの体力向上や、更には健康維持を図ることができるのではな

いでしょうか。こんな点はどうでしょうか。考え方をお聞きします。  

〇議長（内堀恵人君）  荻原教育次長。  

〇教育次長（荻原  正君） お答えをいたします。  

 休日の利用についてでございますが、体育施設等々共に月曜日、それから国民の

祝日の翌日、年末年始の休日が休館日であります。これは、土曜日曜祝日の翌日で、

比較的に利用者が少ない月曜日などを休館日にしていることと、勤務する職員の休

日にもあたっております。  

 ご指摘の利用者が責任を持つので、休日に利用できるようにしたらどうかという

ことでございますが、体育施設関係については、毎年多くの皆さまが利用します７

月の半ばから、９月の半ばまでの間、休館日を設けずに開館し、施設の貸出を行っ

ております。ご指摘のように、幾ら利用者が責任を持って利用しますと言われまし

ても、事故があった場合は、施設管理者の責任が必ず問われます。休日の貸出を行

うことは、非常に厳しいものと考えております。  

 次に、優待日を設けたらどうかということでございますけれども、体育施設では、

平日、昼間の時間帯の利用者が非常に少ない状況がございます。高齢者の皆さまで

ございますれば、そういった時間帯も比較的利用がしやすいのかなというふうに思

いますので、優待日まで設けてというふうには、ちょっと必要性は薄いのではない

かというふうに考えております。空いている時間帯、町民の皆さま、多くの皆さま

に利用をしていただければよいかなというふうに考えております。  

 また、老人クラブや社会福祉協議会などの計画します、スポーツ大会や各種の運



１３４ 

動教習など、事前に協議をいただきながら、積極的に体育施設の利用をしていただ

いているところでございます。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  池田議員。  

〇５番（池田健一郎君）  前半でお話ししました、年配者の、お年寄りの健康維持、ある

いは体力向上等を図る意味で、保健福祉課あるいは教育委員会が一緒になって、こ

ういった事業を行うことで、町民の皆さんに健康の啓蒙活動をする機会になれば、

いいんじゃないかななんて思って、提案しました。  

 最近、死亡原因が脳循環器系の疾患症によるものと、がん系統でお亡くなりにな

る方が大変多くなっております。  

 私の身近な人でも、最近何人かがお亡くなりになっています。ラジオだとか、そ

んなので聞いたところですが、大きな要因は、運動不足が大分この要因となってい

るというふうなことのようです。こうしたその運動によって介護予防だとか病気の

減少だとか、こういったものが防げるのであれば、こんないいことはないんです。

こうしたことから、介護予防活動の一環として、活動のカリキュラムに組み入れて

もらったらと思いますが、保健福祉課長からもフォローしてきていただきたいなと、

こんなふうに思っております。いかがなものでしょうか。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  お答えをいたします。  

 当然、運動のお勧めによって、介護予防が達成されるという目的がございますの

で、１つの動機づけとして、介護予防教室では運動面についても強化して、やって

いるところでございます。更にその受け皿という形になってくると、やはり自主的

な活動を喚起していくべきかと考えておりますので、そういった中では、ウォーキ

ングの会もできております。こういった活動をまた行政として支えていくような形

をまた考えてまいりたいとは考えております。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  池田議員。  

〇５番（池田健一郎君）  いろいろお聞きしましたけれども、是非ともそういったことが

具体的に実行されるようにお願いして、私の質問を終わります。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、通告４番、池田健一郎議員の通告のすべてを終了いたし

ます。 

 この際、暫時休憩いたします。  
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（午後  ２時４２分） 

（休  憩） 

（午後  ２時５５分） 

〇議長（内堀恵人君） 休憩前に引き続き、本会議を再開し、一般質問を続行いたします。  

 通告５番、小井土哲雄議員の質問を許可いたします。  

 小井土哲雄議員。  

（２番 小井土哲雄君  登壇） 

〇２番（小井土哲雄君）  通告５番、議席番号２番、小井土哲雄です。  

 今回は、町の住宅行政及び関連する道路整備について、これは平和台町営住宅の

今後のあり方についてということになりますが、児玉荒町線が６月より工事が始ま

り、その後、町営住宅西側の道路が拡幅され、県道借宿小諸線に接続されてこそ、

児玉荒町線の全線完成と思うが、平和台町営住宅のあり方と今後の児玉荒町線の整

備計画を問うということで、通告してございます。  

 この質問の趣旨は、前回３月の一般質問でもお聞きしましたが、都市計画のあり

方がある意味杜撰であるととらえることができるということです。というのは、前

回の質問の街路大林中央幹線もそうですが、何十年も前の計画で現在に至っては、

図面上のみの計画であり、到底実施する気のない計画を放置し、また、代案もある

のに、手を拱いている状況から見て、杜撰、このように言われても致し方ないとこ

ろかと思います。その後、都市計画のあり方等々で、何らかの会議、打ち合わせが

行われたかは存じ上げませんが、多分、何も行われず、今日に至っているのだと思

われます。都市計画の見直しにつきましては、難問が多くあり、できれば、手を着

けたくないというのが本音かもしれませんが、先般の質問である街路大林中央幹線

の整備を諦めたわけではありませんので、今後も担当部署にはプレッシャーをかけ

ていきたいと思っております。  

 平和台町営住宅においても、築４０年以上経過しているにもかかわらず、何らア

クションを起こさないことに不信感を感じるところであります。今回のこの質問に

より、平和台町営住宅にお住まいの皆さん、また、関連する道路整備により平和台

地区の皆さんが安心できるような回答がいただければと思います。平和台町営住宅

にお住まいの皆さんは、ある意味、住宅弱者であります。町長は、弱者救済に今ま

でも力を発揮してきましたが、最近はどっぷり町長の椅子に座り、真の指導力が発
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揮されていないようにも伺えます。町長に与えられた権限を、いい意味で利用し、

覇気のあるリーダーであることを望みたいものです。  

 さて、本題に入りますが、この質問は、昨年の３月第１回定例会において、古越

日里議員が平和台県営住宅及び町営住宅についてということで、２万人都市構想を

挙げるのであれば、平和台県営団地を町で購入して、町営団地をつくり、老朽化し

た平和台の町営住宅を建て替えれば、人口増の計画が進むと思うが、町の考えを問

うということで質問しております。重なる部分があるので、まずは当時の笠井建設

課長の答弁からピックアップした部分をお知らせし、おさらいをしてから、私の質

問に入らせていただきます。  

 町営住宅は、平成５年から１４年にかけて建て替えた桜ヶ丘団地が１０２戸、築

４０年経過した簡易耐火構造平屋建て平和台が７９戸、県営住宅は平成８年から建

設された平和台団地５０戸、合わせて２３１戸。利用形態は若干異なるが、更に雇

用促進住宅８０戸、町の厚生住宅３５戸を加えると３４６戸、町内に公営住宅とい

われるものがある。  

 民間の賃貸住宅の状況は、ここ数年、共同住宅の建築が盛んに行われている。そ

の結果、需要と供給のバランスが崩れ、全体に空室が目立つようになったといわれ

ている。このような現象は、今後もしばらく続くと思っており、経営面での影響が

懸念される状況。  

 ちなみに、５年間で共同住宅、俗にアパートといわれるものは、４９棟、３６８

戸が新設されている。これは１年以上前のことですから、更に増えていると思われ

ます。 

 長野県公共事業評価を経て、町内での公営住宅は充足していると判断し、残り５

棟７０戸については、建設を中止することを公表した。県営住宅残置に老朽した平

和台団地を建て替え、人口増については民間共同住宅の建設が盛んに行われてお

り、これ以上公営住宅を整備するということは、民業の圧迫になり兼ねない。建て

替えるとしたら２０億円ぐらいの事業費が見込まれる。２年前から平和台団地につ

いては、用途廃止も視野に入れ、検討するということにしており、当面、新規の入

居は廃止している。公営住宅に定められた住宅に困窮する低額所得者のための施設、

現に町内に居住し又は通勤地を有する者という入居資格がある。ざっと拾い上げる

とこのような答弁でありました。  
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 私の今回の質問は、町営平和台団地のあり方、そして６月から７月を目処に工事

が始まろうとしている児玉荒町線、これは久保沢の荒町公園から県営住宅西を経て、

平和台を東西に走る上小田井雪窓線に突き当たる道路のことですが、この路線は、

その先の平和台町営住宅西側から、杉の子幼稚園前を経て県道借宿小諸線までを含

めて児玉荒町線となります。もちろん、町としても、将来的には平和台町営住宅か

ら杉の子幼稚園前を経て、県道まで道路を拡幅し、つなげる計画は考えているので

しょうが、それには、町営住宅自体のあり方をしっかりと考えなくてはなりません。

そこで、公営住宅法に基づき、現在お住まいの方、今後入居希望の方たちを守るべ

き事柄が、その法にはうたわれており、また、その法に基づき、管理運営が行われ

ているわけですが、公営住宅法の目的とはどのようなことか、まずお知らせくださ

い。 

〇議長（内堀恵人君）  荻原建設課長。  

（建設課長 荻原 浩君 登壇） 

〇建設課長（荻原  浩君） それではご質問の公営住宅法の目的と併せまして、当町の公

営住宅の経過と現状のところまで、お答えをいたします。  

 公営住宅法は、昭和２６年、１９５１年６月に制定されまして、第１条で、『こ

の法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住

宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸し、又

は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的と

する』とうたわれております。  

 当時の時代背景といたしましては、昭和２１年、１９４６年に日本国憲法が公布

され、憲法の第２５条に、『すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営

む権利を有する』と、生存権がうたわれましたこの５年後になります。終戦後の日

本が、産めよ増やせよといわれていました時代に、国の住宅施策として公営住宅法

が制定され、その後まもなく、高度経済成長期を迎える一因ともなりました。ご質

問の、平和台団地の公営住宅は、小井土議員の質問の中にもございましたが、公営

住宅法の制定から１５年後、高度経済成長期の真っ只中でありました昭和４１年か

ら４８年にかけまして、木造及び簡易耐火構造平屋建てで、町営住宅が８９戸、県

営住宅が９８戸、合わせて１８７戸が建設されました。その後、施設の老朽化及び

住環境の変化により、平成８年から１１年度にかけて、長野県が県営住宅建て替え
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事業を実施し、主に木造住宅１０８戸を取り壊し、鉄筋コンクリート造り４階建て

２棟５０戸を建設いたしました。この県営住宅建て替え事業に併せて、町営住宅と

県営住宅の管理替えを行い、現在、平和台の町営住宅は簡易耐火構造平屋建て２１

棟７９戸を管理しております。このほかに、平成５年から１４年にかけて、建て替

え事業を実施いたしました町営住宅桜ヶ丘団地、こちらは鉄筋コンクリート造り３

階建て７棟１０２戸を管理しておりますので、町内には町営住宅が１８１戸、先ほ

ど小井土議員の質問にもございましたとおり、県営住宅の５０戸を合わせますと、

２３１戸の公営住宅がございます。以上です。  

〇議長（内堀恵人君）  小井土議員。  

〇２番（小井土哲雄君）  それではお聞きしますが、当時、笠井建設課長の答弁に、長野

県公共事業評価を経て、町内での公営住宅は、充足していると判断し、残り５棟

７０戸については、建設中止を発表した。これは県営平和台住宅が現在もあります

が、北側と申しましょうか、町が用意した土地に同様の県営住宅を建設する計画が

中止ということであり、また、当時、２年前ということは、今に至っては３年以上

経ちますが、平和台団地とありますが、これは平和台町営住宅のことですが、用途

廃止も視野に入れて、検討しており、当面、新規入居者は廃止している、このよう

に答弁しております。県の判断で５棟７０戸の県営住宅中止、更に町営住宅におい

ては、入居の禁止、用途廃止も視野に入れるということですが、その答えを出すに

は、公営住宅法にある住宅に困窮する低所得者に安い家賃で住む場所を、国・地方

公共団体が協力して提供しなければならないとあり、ここから考えますと、住宅に

困窮する低所得者が御代田町においては減少し、現在の県営平和台・町営平和台桜

ヶ丘の戸数で対処できているという裏付けがなくてはなりませんが、県営・町営住

宅に対しての入居希望者が果たして無いのか、どのような裏付けをもとに、公営住

宅が充足していると判断したのか、このことに対する見解をお聞かせください。  

〇議長（内堀恵人君）  荻原建設課長。  

〇建設課長（荻原  浩君） お答えいたします。  

 現在の平和台の町営住宅につきましては、昭和４５年から４８年にかけて建設さ

れまして、３９年から４２年という年月が経過しております。平成８年度に環境改

善事業といたしまして、国庫補助を得て、外壁及び屋根の改修並びに公共下水道の

繋ぎ込み工事を実施したものの、土台がシロアリにより朽ち始め、建て替えか用途
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廃止の選択が迫られている中で、平成１６年度から今後の方針について検討を重ね

てまいりました。  

 特に近年は、民間による共同住宅の建設が増加しており、本年４月以降今日まで

にも建築確認申請が３棟１６戸提出されております。現在、町内には、民間共同住

宅が１８９棟１，２７８戸あり、古いものの中には、空家が目立つようになってま

いりました。このような現状から、民業の圧迫をしないことと、民間の活力増進の

ため、当面の間はこれ以上の町営住宅の建設は行わず、平和台の町営住宅につきま

しては、用途廃止、取り壊しを行う方針とし、平成２１年４月１日から新たな入居

者の募集を停止しております。  

 なお、小井土議員の質問にもございましたとおり、建て替え事業が凍結と、これ

まではされておりました平成１４年度から平成１９年度にかけての平和台の県営

住宅の建設事業でございますが、こちらの全体計画５棟ということで、現在２棟で

き上がっておりまして、あと３棟で７０戸、というものでございます。これにつき

ましても、同様の理由から、平成２３年度に廃止というふうに、凍結から廃止とい

うふうに、決定されてきているところでございます。  

 また、近年の町営住宅の入居の申込者数でございますが、これは減少の傾向にご

ざいます。通常は前期分を３月、後期分を９月、年２回募集しております。毎回

１０名前後の入居待機者がございましたが、平成２２年度の募集の際には、前期、

後期とも入居待機者が０となったため、臨時の募集をそれぞれ前期の後に１回、後

期の後に１回、計２回行いました。２３年度の募集の際には、後期の募集が入居待

機者０となったため、臨時の募集をその後１回行いました。参考までに、現時点に

おきましては、入居待機者は４名となっております。  

 以上の現状から、当町の公営住宅の戸数につきましては、おおむね充足している

ものと考えているところでございます。  

〇議長（内堀恵人君）  小井土議員。  

〇２番（小井土哲雄君）  今、わかりやすい説明をいただいたんですけれども、もっと待

機者がいらっしゃるかと思っていたんですが、現状を聞けば、そうではないという

ことで、ある意味、安心した部分もございますけど、ただ、町営平和台住宅は、老

朽化していますから、あそこに入りたいと手を挙げる人も、家賃は安いんでしょう

けれど、いないのかなという気がしています。その部分はあるので、ちょっと先に
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進みます。  

 また、公営住宅法には、『健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し』と

ありますが、今の話ですが、築４０年を超える平和台町営住宅が、現状果たして健

康で文化的な生活を営むのに値するのでしょうか、その見解。  

 更に、平和台町営住宅は、町の管理となりますが、当時の耐震基準と現在では、

相当基準値が変わっているかと思われますが、町が管理している建物としての基準

を満たしているのか、加えて、町が責任を持ってお貸しする品物とは、到底考えら

れませんが、一体、いつまでお貸しする予定なのか、お聞かせください。  

〇議長（内堀恵人君）  荻原建設課長。  

〇建設課長（荻原  浩君） お答えいたします。  

 平和台の町営住宅につきましては、２ＫＢ、６畳の和室２部屋とキッチン（台所）

とバス、風呂釜や浴槽無しのは、浴室のみでございますが、それとトイレという建

設当時の公営住宅といたしましては、平均的な間取りでございましたが、生活スタ

イルの変化や、建築資材の発達などにより、平成５年から平成１４年にかけて建て

替えが終了した桜ヶ丘町営住宅の３ＬＤＫＹ（８畳と６畳の和室、４畳半の洋室、

ダイニング、キッチン、ユニットバス、トイレ）、又は、２ＬＤＫＹ（８畳と６畳

の和室、ダイニング、キッチン、ユニットバス、トイレ）とは比較にならないほど

質素で、手狭な間取りとなっております。また、建築から４０年以上が経過し、

サッシの建て付けが悪くなって、隙間風が吹き込み、浴槽浴室もモルタル塗りのま

まの状態であるなど、一人暮らしの高齢者も入居されている中で、健康で文化的な

生活を営む環境であるとは言い難い状況となっております。ただし、大規模な環境

改善事業を実施いたしますと、現在の低廉な家賃、平和台では現況２，６００円か

ら１万４，８００円、参考までに、桜ヶ丘では１万７００円から８万９，２００円

でございますが、この平和台の低廉な家賃を値上げしなければならない、値上げに

つながってしまいますので、特に低所得の入居者の皆さまには、ご理解をいただい

たうえで、もっと言いますと、我慢していただいて、入居を続けられておられると

いうふうに考えております。  

 続きまして、耐震基準の方でございますが、耐震診断自体は平和台の町営住宅に

つきましては実施しておりませんが、昭和５６年に建築基準法の改正による新耐震

設計基準が昭和５６年にできましたので、これに基づいて建築した建物ではないこ
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と、それと先ほど申し上げましたとおり、シロアリによって土台が朽ち始めている

ことから、耐震診断自体を実施するまでもなく、現在の耐震基準は満たしていない

施設であるというふうに考えております。ただし、相当大規模な耐震補強工事が必

要となることが予測されますので、こちらも家賃の値上げ等につながってしまうこ

とから、この件につきましても、特に低所得の入居者の皆さまには、ご理解をいた

だいたうえで、我慢して入居を続けておられるというふうに考えております。  

 また、出来る限り、早期に取り壊しをしたいと考えておりますが、入居者の皆さ

まの事情等がございますので、当面の間は、新たな入居者の募集を停止するという

ことを続けてまいりたいというふうに考えております。以上です。  

〇議長（内堀恵人君）  小井土議員。  

〇２番（小井土哲雄君）  確かに安い、住宅にお困りの方たちですから、安い金額でお貸

しするには、あれ、直したりすると、それこそ、それを金額、家賃に乗せていかな

ければいけないということで、それも有難迷惑な部分もあるかと思います。基準は

調べていないとはいっても、それ以降に法が改正されているから、もう基準を満た

していないことは明らかでありますよね。で、借りている皆さんも、今答弁があり

ましたけれども、決して生活するのに適した状況ではないといっても、安いという

魅力があって、我慢しながらもそちらにお住みなんだという状況が見えたところで

ございます。  

 今これ、町長、聞きますよ。課長からそういう答弁がありました。それを踏まえ

て、町長が議員であった頃を思い出してください。弱者救済には、それは力を入れ

ておりました。すばらしいことでありました。付け加えますと、当時の議員、現在

においてもそれぞれの分野の弱者に対し、思いやりを持っていることには違いはご

ざいませんが、置いておきまして、現在、平和台町営住宅の住み方を見ますと、そ

れぞれ今説明があったんですが、決して弱者に思いやりを持った行政ではなく、ま

た管理でもないというふうに感じるんですが、町長自身はどのようにお考えですか、

お聞かせください。  

〇議長（内堀恵人君）  茂木町長。 

（町長 茂木祐司君 登壇） 

〇町長（茂木祐司君）  お答えさせていただきます。  

 平和台の町営住宅の入居停止の判断は、私がさせていただきました。その中で、
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当然、新しい住宅をつくっていくのか、先ほど話があった道路の問題もあります。

そうした中で、現在の中では、課長が答弁しましたように、民間のアパートがここ

のところずっと増えていて、大分空いているところも見られるということから、新

たな町営住宅ということの必要性については、やはりその今の社会情勢は大分変化

してきているという認識です。それで、入居停止、新たな入居は停止しましたけれ

ども、現在、そこに住んでいる方が当然いらっしゃいます。私の考え方としては、

安価、低価格で居住できるということで言いますと、ある意味福祉的な要素の考え

方で現在のまま入居をしていただいていると。それで、この住宅につきましては、

もし、そういう福祉的な内容で急に入居が必要になるという場合もありますので、

そういう方については対応できるようにしております。ですから、そういう、ある

意味福祉的な意味において、現在お住まいになっている方については、住み続けて

いただくといいますか、そういう現在考え方で進めさせていただいております。  

〇議長（内堀恵人君）  小井土議員。  

〇２番（小井土哲雄君）  急な場合は貸出もそういう余裕、余裕というか、考え方もある

ということですが、去年の震災のときにも伺ったら、実際は床が抜けているとか、

そんなような状況で、とても人が住める状況ではないというような返答をいただい

たことを今思い出したところでございます。もちろん、そういうところはもう貸出

にはならない状況で、今後も進むとは思います。  

 私の今回の質問は、町の住宅行政及び関連する道路整備ということで、先にも述

べたとおり、道路整備とは、平和台町営住宅西側から杉の子幼稚園前を経て県道に

あたる道路が舗道整備された広く安全な道路にならなくては、まちづくりは語れな

い、そんな思いからの質問なのですが、その実現に対し、避けて通れない案件は、

平和台町営住宅にお住まいになっておられる皆さんが、安心して住める代わりの住

居を町の責任において提供しなければならないということです。これは今、建設課

長も答弁にありましたが、建設課では、将来的に道路の拡幅計画を考えております。

私も同感で、早い時期にきちんとした形で計画に上げなくてはいけない事業だと

思っております。ただ、町としても、その事業を計画するにあたり、平和台町営住

宅の今後のあり方が課題となり、どのような手法がベストなのかいろいろ考えては

いるのでしょうが、手探りの状況かと思います。  

 そこで、私なりに考えた提案があります。  
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 御代田町は、今後もアパート建設が進められていくのでしょう。かといって、多

少古くなったアパートの空室が目立つことも現実であります。これは前建設課長、

また現建設課長の答弁にもありました。そのとおりかと思います。また、公営住宅

を新規に建設することにより、民業を圧迫になるおそれがあるとも今もおっしゃっ

ておりましたが、公営住宅と民間アパートでは、当然家賃に差があるので、安い家

賃で現在お住みの方、あるいは今後、公営住宅に入居希望の方から見れば、民業圧

迫といっても温度差がございます。このような状況の中で、何かいい知恵はないか

ということで考えてみました。先ほども話しましたが、空室アパートの有効利用に

よる民間の活力アップと、住宅に困窮なさっておられる方双方に手を差しのべる形

がとれるのではという思いから、数年で住宅を引っ越し、今の町営、平和台ですね、

引っ越しされる予定のある方を現状把握できているかはわかりませんが、その軒数

を担当課で調べていただき、仮に数年で引っ越しを計画なさっておられる方がそれ

なりの軒数があったとした場合、空室アパートを抱えているオーナーの方と折衝し

ていただき、できるだけ安く、町が責任を持ち、１軒、２軒、３軒かはわかりませ

んが、お借りし、現状の家賃との差額は町で負担する、安くお借りして、数年であ

れば、町の負担もさほどの金額にはならないかと思います。公営住宅法の中に用語

の定義の第２条６に、『公営住宅の借り上げ（公営住宅として低所得者に転貸する

ために必要な住戸及びその付帯設備を賃借することをいう。）』ということで、単純

に建てるだけではなくて、そういうものをお借りする方法もこの中にはうたわれて

おります。そのような思いからでございます。  

 そこで、町としても、今後の計画として考えている平和台町営住宅の東西にお住

まいの方々、これが現状の杉の子幼稚園で、花屋さんですね。これが通りですよね。

で、西側東側ってありますよね。西側に空室が１０軒ございますよね。東側に８軒、

現状空室がございます。こちらの４４棟の１０棟が空いています。そうすると、

３４、そちらにこちら東側の８軒、合わせますと、２６軒。で、今言ったアパート

とのタイアップが、もし３年ないし数年で引っ越しなされる予定の方が仮に２６

軒あったとします。ということは、西側の棟を壊して皆さん東側に移っていただけ

れば、その計画が進むんじゃないかということで考えてみました。これが決してベ

ストな考え方とは思えませんが、何も考えないよりダメモトでもいいから、そんな

提案もしたらどうかなというような思いから、させていただきました。  
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 いずれにしても、何らかの対策を講じた中でなければ、荒町児玉線の町営住宅に

面した道路拡幅はできません。車のすれ違いに困難な状況の道路で、年間何台もの

車が側溝にタイヤを落として、困っているとも聞いております。子どもたちの多く

が通学等で歩いております。大きな事故がないことを望みますが、行政とすれば、

事故が起きる前に対策を講じなければなりません。それが行政の責任であります。

荒町児玉線の平和台町営住宅の道路拡幅は必要であると考えている１人でありま

すが、町が何も考えていないのかなというところで、ちょっと不信感もあります。

それは、何も対策も講じないで、平和台町営住宅に新規入居者をお断りして、空い

た東側の棟に徐々に移ってもらうような手法では、いつになるかわからない道路計

画かと思います。で、今、その道路計画、漠然的かもしれませんが、計画があると

お聞きしたのですが、実際、いつごろ正式な計画として取り上げる予定なのかをお

聞かせください。  

〇議長（内堀恵人君）  荻原建設課長。  

〇建設課長（荻原  浩君） お答えいたします。  

 平成２１年４月の入居者の募集停止から、３年が経過いたしました。現在、１８

戸が空家となっております。募集停止の段階で、既に３棟が空家になっておりまし

て、１年間に５棟前後が退去し、空家が５棟前後増えてきているという状況でござ

います。ご質問の、町道児玉荒町線側には、２１棟のうち、１１棟４２戸の町営住

宅が並んでおりますので、もう少し空家がまとまった段階で、入居者の皆さまにア

ンケート調査などを実施し、先ほど申し上げました耐震基準を考えますと、退去し

ていただくことが理想ではありますが、入居者の皆さまの事情等を考慮のうえ、場

合によっては、小井土議員がおっしゃいました児玉荒町線の反対側にあります町営

住宅の１０棟３７戸側へ転居していただくなどの手法を検討しながら、今後、国か

ら示されると思われます、平成２６年度以降の旧まちづくり交付金事業の第２期の

５カ年計画、これは仮称でございますが、この中で、児玉荒町線の道路改良事業の

実施が可能か否か含めて検討してまいりたいというふうに考えております。以上で

す。 

〇議長（内堀恵人君）  小井土議員。  

〇２番（小井土哲雄君）  補助金、そうですね、そっくり一遍にやろうとすれば、２６年

以降の補助金をあてにしなければ、町単独では金銭的にちょっときつい部分はある
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かと思いますが、１つ、子どもの安心・安全という部分で、杉の子幼稚園前から県

道までの間、入口と幼稚園前のアパート前は広がっているんですが、で、１ヶ所、

段差がある場所がありまして、結果的には、結果的というか将来的には、そこも町

で買い上げて、もちろん埋めて道路をつくらなきゃ道路は広がりませんから、それ

はいずれにしても行わなくてはならない仕事かと思うんですよ。その部分だけでも、

子どもの安心・安全を考えたときに、その部分だけでも先行的にやるようなお考え

があるかないか、お聞かせください。  

〇議長（内堀恵人君）  荻原建設課長。  

〇建設課長（荻原  浩君） お答えいたします。  

 児玉側の一部のところを先行的に整備したらどうかというご提案でございまし

たが、ご存じのとおり、その段差、標高差、高低差がかなり、一番あるところでご

ざいます。技術的には不可能ではございませんが、いったん、その整備した後に縦

断、縦の断面がまた変更の必要性が生じてしまうとか、そういった技術的な問題が

ございます。そういった場合には、また手戻りになってしまったりという恐れが

往々に生じてしまうと考えられますので、児玉の県道のところから平和台の中央の

道路まで、２６年度の２期の計画の中で、一体的に整備してまいりたいというふう

に考えております。以上です。  

〇議長（内堀恵人君）  小井土議員。  

〇２番（小井土哲雄君）  では、言い方を換えまして、仮設でもいいからそこを、そんな

お金をかけないでもやる意味があるのではないかと思うのですが、全体的にやると、

すりつけ云々で、また高低差が違う云々で工事をやり直しとか、金銭的に大分かか

るということはわかります。ただ、現状の低いところだけでも、仮設的にやっても

意味がある、価値があるような気がするんですが、どのようにお考えですか。  

〇議長（内堀恵人君）  荻原建設課長。  

〇建設課長（荻原  浩君） お答え申し上げます。  

 仮設的にという案もあるわけでございますが、先ほども申し上げましたとおり、

一番高低差があるところでございます。相当な高さの埋め土が必要になってまいり

ますので、埋め土して、すぐに養生等の期間等がございますので、埋め土云々とい

うことも考えますと、なかなかすぐに着手するというふうな具合にはいかないかと

思います。  
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 もう１点、用地交渉等にもある程度、一定期間を要すると思われますので、２６

のまち交の中で、計画に入れながら、順次整備してまいりたいというふうには考え

ております。以上です。 

〇議長（内堀恵人君）  小井土議員。  

〇２番（小井土哲雄君）  これは、ある意味、トップダウンといいますか、町長がそれは

やってやれよという言葉でもあれば、職員の皆さんは方法を考えて、何とかしよう

という方向に行くと思います。我々議員１３人が、毎日交代で建設課長のところへ

行ったって、お話になりませんよ、これはね。やはり、トップダウンということで、

町長、今の件、どう思いますか。  

〇議長（内堀恵人君）  茂木町長。  

〇町長（茂木祐司君）  道路につきましては、当然、必要な道路は必ず整備しなければい

けないという考えです。もう１つは、計画的に整備を進めていくということです。

現在、そういう形の中で、進めさせていただいておりますし、実際に町営住宅の入

居停止の判断をさせていただいたのは、そうした先を見据えての判断でもあります

ので、そうした形で今後も道路の整備については進めていくという基本精神であり

ます。以上です。  

〇議長（内堀恵人君）  小井土議員。  

〇２番（小井土哲雄君）  前回の話に逸れるというか、そんなに長いことしゃべりません

けど、大林中央幹線にしても、町長が本当にやる気になれば、職員は動くんですよ

ね。我々がどんなに束になっていっても、職員は上手に逃げるだけでございます。

ですから、町長が本当にこれ必要だと、何とか考えてみろとひと言言えば、職員の

皆さんはいろいろな手法を考えて、こんな案でどうでしょう、こんな案でどうで

しょうということで、物事が少しずつ前に進むような気がします。今回のその幼稚

園前のことだけに限らず、前回の大きな路線、大林中央幹線についてもそうですけ

れども、リーダーとして大きな仕事をやってもらいたいと思うのですが、何か、の

ほほんとしているように思えて仕方がないんですけど、まだまだ御代田町には大き

な事業がたくさんございますので、ま、リーダーシップを発揮していただきたいと

ころでございます。  

 最後に、現在のお住まいの方々、ほかにも住宅に困窮なさっている方々に対しま

して、心の通った対応を強く要望し、また、道路拡幅についても早急に計画されま
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すようお願いして、一般質問を終わります。  

〇議長（内堀恵人君）  通告５番、小井土哲雄議員の通告のすべてを終了いたします。  

 以上で、本日の議事日程は、すべて終了いたしました。  

 明日は、引き続き、一般通告質問を行います。  

 本日は、これにて散会いたします。  

 ご苦労さまでした。  

散 会 午後 ３時４３分 


